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ヤ
マ
ト
王
権
に
お
け
る
政
権
動
向

―

東
大
寺
山
古
墳
の
評
価
を
事
例
と
し
て―

寺　
　

沢　
　

知　
　

子　

は
じ
め
に

日
本
に
お
い
て
国
家
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
考
古
学
の
分
野
で
も
す
で
に
多
く
の
蓄
積
が
あ
り
、
古
墳
時

代
が
す
で
に
国
家
段
階
で
あ
っ
た
と
い
う
議
論
も
俎
上
に
の
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
古
墳
時
代
に
お
け
る
画
期
の
と
ら
え
方

や
、
そ
れ
を
国
家
段
階
の
変
革
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
の
か
と
い
う
議
論
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

古
墳
時
代
の
諸
様
相
に
み
ら
れ
る
画
期
に
つ
い
て
は
、
古
墳
時
代
の
前
期
・
中
期
な
ど
の
時
期
区
分
に
対
応
さ
せ
る
視
点
や
、
ま
た
政

治
史
の
観
点
か
ら
「
政
権
交
替
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
最
大
級
の
前
方
後
円
墳
（
大
王
墓
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

古
墳
群
（
王
陵
区
）
が
、
一
〇
〇
年
間
以
上
に
わ
た
っ
て
奈
良
盆
地
に
築
か
れ
た
後
、
河
内
平
野
に
移
動
し
た
様
相
を
、「
大
和
政
権
」

か
ら
「
河
内
政
権
」
へ
の
政
権
交
替
と
み
る
論
な
ど
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
古
墳
時
代
前
期
後
半
に
お
け
る
画
期
を
「
政
権
の
変
動
」
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
と
こ
う
と
す
る
研
究
は
、
近
年
と
く
に
活

発
化
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
前
期
前
半
を
中
心
と
し
た
奈
良
盆
地
東
南
部
の
大
王
墓
級
の
前
方
後
円
墳
の
築
造
が
、
前
期
後
半
に
は
奈

良
盆
地
北
部
へ
移
る
現
象
を
、「
三
輪
政
権
」
か
ら
「
佐
紀
政
権
」
へ
、
あ
る
い
は
「
大
和
東
南
部
」
勢
力
か
ら
「
大
和
北
部
」
勢
力
へ

の
交
替
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
墳
丘
の
築
造
規
格
の
類
型
論
や
鏡
・
石
製
品
・
埴
輪
型
式
の
精
緻
な
研
究
な
ど
を
ふ
ま
え
て
検
証
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、「
変
動
」
の
主
体
で
あ
る
「
政
権
」
と
い
う
枠
組
み
に
つ
い
て
の
議
論
は
深
化
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
被
葬
者
が
生
前
に
入
手
し
た
時
期
と
副
葬
さ
れ
る
時
期
と
い
う
、
時
期
差
を
内
包
し
た
器
物
を
一
括
し
て
古
墳
の
編
年
序
列
に

（
１
）

（
１
）
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用
い
る
手
法
で
は
、
古
墳
の
被
葬
者
の
政
治
的
動
向
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
解
決
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
も

あ
る
。

ま
た
、
複
数
の
地
域
で
併
行
し
て
存
在
す
る
大
形
前
方
後
円
墳
の
造
営
状
況
か
ら
、
果
た
し
て
「
大
王
」
を
戴
く
必
然
性
が
あ
っ
た
の

か
と
い
う
疑
義
さ
え
出
さ
れ
て
お
り
（
今
尾
二
〇
〇
九
）、「
王
家
」
と
は
な
ん
た
る
か
の
考
古
学
的
な
証
左
も
出
さ
れ
て
い
な
い
。
私
も
「
王

家
」
の
存
在
に
は
懐
疑
的
な
立
場
で
あ
る
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
前
稿
で
は
文
献
史
料
の
研
究
も
ふ
ま
え
、「
大
伴
」
政
権
と
い
う
実
像

を
考
古
学
的
手
法
で
考
察
し
、
雄
略
天
皇
が
傀
儡
的
な
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
に
言
及
し
た
（
寺
沢
知
子
二
〇
〇
八
）。

本
稿
で
は
改
め
て
「
大
王
」
は
政
権
を
主
導
す
る
有
力
豪
族
群
（
史
料
で
は
群
臣
と
表
記
さ
れ
る
も
の
か
）
に
よ
っ
て
推
戴
さ
れ
、
血

縁
継
承
で
は
な
く
、
継
続
し
た
「
王
家
」
を
営
む
よ
う
な
実
体
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、「
ヤ
マ
ト
王
権
」
下
に
お
い
て
は
王
を
推
戴

し
政
治
を
実
働
さ
せ
て
い
た
豪
族
に
よ
る
「
政
権
」
が
交
替
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
四
〇
〇
年
近
く
国
家
と
し
て
の
形
態
を
継
続
さ
せ

て
き
た
と
い
う
枠
組
み
を
考
え
な
お
し
て
み
た
い
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
政
権
に
つ
い
て
の
概
念
整
理
を
ま
ず
試
み
る
と
と
も
に
、「
政
権
」
の
枠
組
み
と
動
向
を
予
察
的
に
設

定
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
イ
の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
詳
細
な
報
告
と
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
た
天
理
市
東
大

寺
山
古
墳
を
遡
上
に
あ
げ
、
考
古
学
の
手
法
で
導
き
出
せ
る
政
権
の
動
向
の
微
証
を
提
示
し
た
い
。

第
一
章　

王
権
と
政
権

一
．「
大
和
王
権
」・「
倭
王
権
」
で
は
な
く
「
ヤ
マ
ト
王
権
」

さ
て
、
古
墳
時
代
を
国
家
段
階
と
し
た
場
合
も
、
政
治
形
態
の
枠
組
み
ど
こ
ろ
か
、
表
記
そ
の
も
の
が
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
古
く
は
「
大
和
朝
廷
」
と
い
う
表
記
も
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、『
大
和
朝
廷
』
の
著
者
の
上
田
正
昭
自
身
が
、

「
朝
廷
」
の
用
語
は
中
国
に
お
い
て
外
朝
が
内
廷
を
核
に
整
備
さ
れ
た
段
階
で
内
実
が
具
体
化
し
た
も
の
を
い
い
、
外
朝
が
顕
在
化
し
て

（
２
）

（
２
）



- 59 -

い
な
い
段
階
で
使
用
す
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
自
ら
こ
の
表
記
を
退
け
て
い
る
（
上
田
二
〇
〇
五
）。

一
方
、「
大
和
政
権
」
と
い
う
表
記
は
、
小
林
行
雄
が
三
角
縁
神
獣
鏡
の
出
土
状
況
と
そ
の
分
布
か
ら
政
治
形
態
を
論
じ
た
（
小
林

一
九
六
一
）
の
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
り
、
現
在
も
考
古
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
福
永
伸
哉
は
「
倭
人
社
会

の
初
め
て
の
統
一
政
体
の
主
導
権
を
に
ぎ
っ
た
邪
馬
台
国
政
権
が
、
卑
弥
呼
の
死
に
よ
っ
て
瓦
解
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
中
心
周
辺
関

係
を
眼
で
み
え
る
よ
う
に
示
し
た
も
の
が
、
前
方
後
円
墳
を
秩
序
と
し
た
初
期
大
和
政
権
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
（
福
永
二
〇
〇
五
）。

し
か
し
、
こ
の
「
大
和
政
権
」
と
い
う
表
記
の
「
大
和
」
と
い
う
表
記
は
、「
養
老
令
」（
七
五
七
年
以
降
）
に
登
場
す
る
用
語
で
あ
り
、

奈
良
盆
地
の
大
和
の
国
全
体
、律
令
の
国
名
を
さ
す
表
記
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
広
義
の
大
和
」
に
あ
た
る
。

一
方
、「
狭
義
の
大
和
」
は
、
盆
地
東
南
部
の
山
辺
・
磯
城
・
磐
余
・
十
市
に
高
市
を
含
ん
だ
地
域
を
さ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
直

木
一
九
七
〇
）、「
大
和
」
の
表
記
は
避
け
る
べ
き
と
い
う
意
見
も
根
強
い
。
寺
沢
薫
は
、
弥
生
時
代
以
来
の
奈
良
盆
地
の
領
域
構
造
や
王

権
の
成
立
事
情
を
ふ
ま
え
、そ
の
後
の
王
都
も
こ
の
地
域
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
、「
狭
義
の
大
和
」
の
地
域
を
中
枢
に
成
立
し
た
政
体
を
、

「
大
和
王
権
」
で
は
な
く
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
と
表
記
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
（
寺
沢
薫
二
〇
〇
〇
）。

ま
た
「
倭
王
権
」
と
い
う
漢
字
で
「
や
ま
と
お
う
け
ん
」
と
読
ま
せ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
倭
王
権
」
や
「
倭
政
権
」

の
漢
字
の
使
用
法
に
つ
い
て
、古
代
史
の
吉
村
武
彦
は
、「
倭
」「
倭
国
」
は
中
国
の
歴
史
書
の
記
述
に
あ
る
が
、「
倭
」
の
漢
字
は
本
来
「
ワ
」

と
音
読
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
語
で
は
「
倭
」
は
「
や
ま
と
」
と
も
読
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
「
ヤ
マ
ト
」
と

表
記
す
べ
き
と
し
て
い
る
（
吉
村
二
〇
〇
〇
）。
ヤ
マ
ト
王
権
は
研
究
者
が
作
り
上
げ
た
用
語
で
あ
り
、
中
国
か
ら
み
た
「
倭
」
や
「
倭
国
」

の
実
態
は
、
後
の
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
な
い
し
そ
の
統
治
範
囲
を
さ
し
て
い
る
か
は
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
呼
称
は
ど
う

で
も
よ
い
と
す
る
意
見
（
下
垣
二
〇
一
一
）
も
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
筆
者
は
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
と
い
う
表
記
を
す
べ
き
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、「
倭
」
か
「
大
和
」
か
「
ヤ
マ
ト
」
と
い
う
表
記
法
以
上
に
大
き
な
課
題
と
し
て
、
具
体
的
に
そ
れ
が
古
墳
時
代
の
ど
の
段

階
か
ら
で
あ
る
か
と
い
う
定
義
そ
の
も
の
の
見
解
の
相
違
も
引
き
続
き
存
在
し
て
い
る
。

奈
良
盆
地
の
東
南
部
、
ヤ
マ
ト
国
（
＝
魏
志
倭
人
伝
の
邪
馬
台
国
）
の
領
域
内
纒
向
遺
跡
を
新
た
に
都
と
し
た
政
体
そ
の
も
の
が
「
ヤ
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マ
ト
王
権
」
で
あ
る
と
み
る
見
解
（
寺
沢
薫
二
〇
一
一
）、
あ
る
い
は
、
卑
弥
呼
の
死
と
連
合
の
版
図
の
拡
大
を
契
機
と
し
、
箸
墓
築
造
に

み
ら
れ
る
新
し
く
整
備
さ
れ
革
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
政
治
連
合
を
、
そ
れ
以
前
の
邪
馬
台
国
連
合
と
は
区
別
し
て
「
大
和
政
権
」
あ

る
い
は
「
ヤ
マ
ト
政
権
」（
白
石
二
〇
〇
九
な
ど
）
と
と
ら
え
る
説
も
あ
る

歴
史
的
段
階
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
王
権
の
開
始
時
期
が
ど
こ
か
ら
か
と
い
う
議
論
は
、
古
墳
時
代
の
始
ま
り
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
根

本
的
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
が
、
今
後
、
こ
の
問
題
を
深
化
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、「
王
権
」
と
「
政
権
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
考

え
を
の
べ
て
お
こ
う
。

二
．
ヤ
マ
ト
政
権

考
古
学
研
究
者
の
な
か
で
、「
王
権
」
と
「
政
権
」
を
区
別
し
て
呼
称
し
た
の
は
白
石
太
一
郎
で
あ
る
。
汎
列
島
的
な
首
長
た
ち
の
政

治
連
合
そ
れ
自
体
と
、
そ
の
連
合
の
盟
主
と
し
て
こ
の
政
権
の
中
枢
を
構
成
し
た
畿
内
の
王
権
と
は
明
確
に
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
と
し
、
こ
の
政
治
連
合
（
倭
国
連
合
）
全
体
を
「
ヤ
マ
ト
政
権
」、
そ
の
盟
主
と
し
て
の
中
枢
を
担
っ
た
政
治
勢
力
を
「
ヤ
マ
ト
王
権
」

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
も
た
と
え
ば
吉
備
の
地
域
的
な
政
治
連
合
、
北
部
九
州
の
地
域
的
政
治
連
合
な
ど
と
同
レ
ベ
ル

の
「
ヤ
マ
ト
政
権
」
の
構
成
体
の
一
つ
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、「
ヤ
マ
ト
政
権
」
は
、
邪
馬
台
国
連
合
を
母
体
に
、
東
方
の
ク
ニ
グ

ニ
の
参
加
に
よ
る
版
図
の
拡
大
と
、
卑
弥
呼
と
い
う
呪
術
的
権
威
の
死
を
契
機
に
革
新
さ
れ
た
広
域
の
政
治
連
合
の
名
称
と
し
て
使
用
す

べ
き
で
、
近
畿
中
央
部
の
勢
力
は
た
と
え
盟
主
の
立
場
で
あ
っ
て
も
、
連
合
体
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
政
権
そ
れ
自
体
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
（
白
石
二
〇
〇
九
）。
し
か
し
、私
は
、後
述
す
る
よ
う
に
全
く
逆
の
考
え
を
と
る
。
そ
れ
は
、列
島
の
地
域
政
治
連
合
の
全
体
が
、

連
合
王
権
す
な
わ
ち
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
で
あ
り
、
対
外
的
に
は
「
倭
国
」
と
呼
称
さ
れ
て
括
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
王
の
も
と
へ
結
集
し

た
政
体
が
古
墳
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
ヤ
マ
ト
王
権
下
に
お
い
て
、
政
権
（
王
を
推
戴
し
て
、
政
治
を
動
か
す
畿
内
中
枢
豪
族
）
が
、
畿

内
豪
族
や
地
域
有
力
豪
族
の
参
画
の
も
と
政
治
的
権
力
を
行
使
し
て
い
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

寺
沢
薫
は
国
家
が
対
外
的
な
外
部
的
権
力
と
し
て
（
外
的
国
家
と
し
て
）
表
出
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
国
家
主
権
が
い
か
な
る
国
家
形
態

（
３
）

（
３
）
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（
体
制
）
の
下
で
権
力
と
し
て
存
在
す
る
か
に
よ
っ
て
「
王
権
」
な
る
概
念
は
国
家
の
歴
史
的
発
展
形
態
と
の
関
わ
り
で
規
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
王
権
」
と
は
、「
王
国
」
的
国
家
構
成
を
と
る
国
家
の
歴
史
的
段
階
に
お
け
る
政
治
権
力
を

指
す
も
の
で
あ
り
、「
政
権
」
は
政
治
権
力
の
一
般
的
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
概
念
と
し
て
の
「
王
権
」
と
は
位
相
を
異
に
し

た
概
念
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
寺
沢
薫
二
〇
一
一
）。

そ
も
そ
も
「
王
権
」
は
、
多
義
性
が
あ
る
用
語
（
原
語
はdivine rights of kings

）
で
は
あ
る
。
王
個
人
の
権
力
と
い
う
狭
義
の
意

味
で
用
い
た
り
も
す
る
が
、
日
本
考
古
学
に
お
い
て
の
「
王
権
」
は
、
支
配
階
級
の
結
集
核
と
し
て
、
王
に
体
現
さ
れ
る
政
治
的
権
力
・

機
能
の
総
体
と
い
う
広
義
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
「
政
権
」
と
は
、
一
般
用
語
と
し
て
は
政

策
を
実
行
し
、
統
治
機
構
を
動
か
す
権
力
を
い
う
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
政
治
体
制
に
つ
い
て
も
政
党
名
や
首
相
の
名
を
冠
し
て
○
○
政

権
と
い
う
呼
称
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
古
代
史
上
で
例
を
あ
げ
れ
ば
、「
蘇
我
政
権
」
と
い
う
用
法
は
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
。

古
墳
時
代
を
「
ヤ
マ
ト
王
権
」、す
な
わ
ち
歴
史
的
段
階
に
お
け
る
政
治
権
力
と
し
て
の
「
王
権
」
と
定
義
づ
け
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

そ
の
上
で
、
王
権
の
政
治
構
造
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
歴
史
研
究
の
深
化
は
の
ぞ
め
な
い
。
近
年
の
精
微
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
古

墳
の
諸
様
相
の
研
究
を
も
と
に
、
歴
史
的
段
階
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
た
「
王
権
」
と
、
王
の
も
と
へ
の
支
配
階
級
の
結
集
・
序
列
的
統

合
な
ど
の
政
治
権
力
構
造
と
し
て
の
「
政
権
」
を
区
別
し
て
議
論
し
検
証
す
る
こ
と
は
、
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

古
代
史
研
究
に
お
い
て
も
、
大
平
聡
は
、「
王
権
と
は
種
々
の
要
因
（
王
の
下
へ
の
支
配
階
級
の
結
集
の
仕
方
、
形
成
さ
れ
る
支
配
階

級
内
部
の
秩
序
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
行
わ
れ
る
支
配
の
形
態
、
具
体
的
に
は
統
治
機
構
の
歴
史
的
発
展
）
に
規
制
さ
れ
て
そ
の
内
容
を

変
化
さ
せ
て
い
く
も
の
で
、
支
配
階
級
の
結
集
核
と
し
て
、
王
に
体
現
さ
れ
る
政
治
的
権
力
・
機
能
の
総
体
で
あ
る
」
と
い
う
意
義
づ
け

を
し
（
大
平
一
九
八
六
）、
山
尾
幸
久
も
「
王
権
を
王
の
臣
僚
と
し
て
結
集
し
た
特
権
集
団
の
共
同
組
織
が
王
へ
の
従
属
者
群
の
支
配
を
分

掌
し
、
王
を
頂
点
と
し
た
種
族
（
氏
族―

部
族
関
係
と
は
次
元
が
違
う
歴
史
的
文
化
を
共
有
す
る
広
範
な
人
々
）
の
序
列
的
統
合
の
中
心

で
あ
ろ
う
と
す
る
権
力
の
組
織
体
」
と
定
義
し
て
い
る
。

ま
た
、「
日
本
の
古
代
社
会
は
、
畿
内
豪
族
の
連
合
政
権
で
あ
っ
た
と
す
る
説
は
、
大
王
（
天
皇
）
の
政
治
的
権
力
を
限
定
さ
せ
る
こ
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と
に
な
り
、
王
権
の
継
承
と
い
う
政
治
的
問
題
を
、
豪
・
貴
族
層
の
結
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
王
位
継
承
問
題
へ
と
矮
小
化
し
、
天
皇

家
内
部
の
族
長
権
の
継
承
と
し
て
課
題
設
定
さ
せ
る
よ
う
な
傾
向
を
生
み
出
し
て
い
る
」
と
の
批
判
も
あ
る
（
大
平
一
九
八
六
）。
し
か
し
、

考
古
学
の
分
野
で
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
は
古
墳
時
代
四
〇
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
、
大
王
へ
の
政
治
的
権
力
の
結
集
と
い
う
形
で
こ
そ
継
続
し

て
い
た
こ
と
は
十
分
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
大
王
家
の
内
部
の
族
長
権
の
継
承
そ
の
も
の
が
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
は

や
な
い
と
思
う
。

私
は
、少
な
く
と
も
六
世
紀
前
半
ま
で
は
、大
王
の
政
治
権
力
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、大
王
の
推
戴
は
政
権
の
最
高
位
の
豪
族
（
実

体
は
擬
制
的
な
同
族
連
合
）
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
持
ち
、
政
権
を
構
成
す
る
中
枢
豪
族
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
政
権
中

枢
豪
族
で
さ
え
、
自
ら
が
属
す
る
氏
族
群
の
族
長
権
（
盟
主
権
）
の
継
承
に
お
い
て
は
血
統
継
承
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低
く
、
盟
主
権
は

氏
族
群
内
で
移
動
し
、
安
定
し
た
継
続
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
各
地
域
に
お
い
て
古
墳
築
造
に
み

ら
れ
る
首
長
系
譜
の
盛
衰
と
し
て
活
発
な
考
古
学
的
検
証
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
政
権
の
交
替
が
古
墳
の
諸
様
相
の
変
化
と
し
て
あ

ら
わ
れ
、そ
れ
は
さ
ら
に
地
方
豪
族
と
の
関
係
、地
方
豪
族
の
地
域
で
の
盛
衰
に
も
連
動
し
て
い
る
。し
か
し
政
権
が
交
替
し
よ
う
が
、「
王
」

を
象
徴
と
す
る
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
と
し
て
の
枠
組
み
は
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
古
墳
時
代
は
ヤ
マ
ト
王
権
が

三
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
ま
で
、「
豪
族
連
合
」
に
よ
る
政
体
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
墳
時
代
が
国
家
段
階
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
王
の
権
力
は
連
合
王
権
の
代
表
・
象
徴
と
し
て
の
地
位
に
す
ぎ
ず
、
連
合
の
内
部
で
は

大
王
の
地
位
は
絶
対
的
・
固
定
的
・
継
続
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
と
考
え
る
。
各
時
期
に
お
け
る
列
島
の
最
大
規
模
の
前

方
後
円
墳
（
大
王
墓
）
を
含
む
古
墳
群
の
築
造
地
域
は
、
あ
く
ま
で
大
王
を
中
心
と
し
た
墓
域
（「
王
陵
区
」）
で
あ
り
、
決
し
て
王
権
の

権
力
中
枢
の
所
在
を
し
め
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
墓
域
の
移
動
の
背
景
は
、
墓
域
の
所
在
す
る
勢
力
が
大
王
に
な
っ
た
と
み
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
大
王
を
推
挙
し
支
え
る
群
臣
ク
ラ
ス
の
諸
豪
族
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
背
景
に
、
政
治
的
な
戦
略
意
図
を
も
っ
た

様
相
こ
そ
が
大
王
墓
の
所
在
に
示
さ
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
表
象
さ
れ
た
も
の
こ

そ
が
古
墳
祭
式
の
諸
要
素
や
威
信
財
の
「
流
通
」
の
実
態
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
、
威
信
財
の
個
々
の
品
目
の
型
式
学
的
編
年
や
築
造
規
格
論
で
古
墳
の
編
年
的
序
列
を
導
き
出
し
、
政
治
的

変
動
の
考
察
を
す
る
手
法
で
は
、
政
権
の
実
像
が
見
え
て
こ
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
威
信
財
の
流
通
の
一
端
を
提
示

し
て
み
た
い
と
思
う
。

第
二
章　

政
治
的
履
歴
と
し
て
の
威
信
財

一
．「
政
権
交
替
」
論
に
か
か
わ
る
副
葬
品
の
持
つ
編
年
的
意
味

副
葬
品
の
型
式
学
的
編
年
に
よ
っ
て
、
古
墳
の
編
年
的
位
置
づ
け
を
行
う
手
法
の
問
題
点
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え

ば
三
角
縁
神
獣
鏡
に
よ
る
編
年
に
つ
い
て
も
、
四
世
紀
の
一
〇
〇
年
間
を
仿
製
鏡
Ⅰ
～
Ⅲ
に
割
り
当
て
る
見
解
も
あ
る
が
（
大
賀

二
〇
〇
三
）、
高
橋
克
壽
は
「
該
当
す
る
副
葬
品
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
段
階
に
も
存
在
し
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
の
で
、
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の

型
式
で
は
四
世
紀
の
古
墳
は
編
年
で
き
な
い
、
三
角
縁
神
獣
鏡
の
型
式
を
縦
の
目
盛
と
し
て
作
成
し
た
編
年
表
は
、
古
い
も
の
が
古
い
古

墳
に
残
り
や
す
い
と
い
う
傾
向
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
高
橋
二
〇
〇
九
）。
三
角
縁
神
獣
鏡
編
年
を
軸
に
し
た
古
墳

の
編
年
の
限
界
は
、
個
々
の
遺
物
の
型
式
学
的
編
年
を
提
示
し
て
い
る
研
究
者
に
よ
っ
て
も
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
前
期
古
墳
の
場
合
、
典
型
的
に
各
種
副
葬
品
を
併
せ
も
つ
と
い
う
こ
と
は
稀
で
、
何
か
が
あ
れ
ば
他
を
欠
落
す
る
と
い
う

状
況
が
普
遍
的
」（
北
山
二
〇
〇
八
）
で
あ
る
こ
と
や
、「
本
来
切
断
で
き
な
い
組
み
合
わ
せ
」
で
あ
り
、「
諸
要
素
が
漸
移
的
に
続
く
一
連

的
な
序
列
を
提
示
」（
森
下
二
〇
〇
九
）
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
古
墳
研
究
に

お
い
て
は
組
合
せ
の
様
式
を
編
年
観
に
持
ち
込
む
と
い
う
手
法
が
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
政
権
論
を
深
化
し
え
な
い
原
因
と
考

え
て
い
る
。

副
葬
品
に
関
し
て
、
森
下
章
司
は
「
品
目
の
差
に
よ
る
配
列
」
と
「
か
た
ち
の
差
に
よ
る
配
列
」
と
い
う
識
別
を
明
確
に
す
る
こ
と
を

提
案
し
た
。
た
と
え
ば
、「
新
し
く
出
現
し
た
品
目
は
、
そ
の
出
現
時
点
で
は
数
が
少
な
い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
か
ら
、
含
ま
れ
て
い
な
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い
こ
と
を
も
っ
て
、
時
間
差
の
識
別
基
準
に
は
で
き
な
い
」
こ
と
、
ま
た
、
同
じ
品
目
で
形
態
や
文
様
に
一
連
の
差
が
あ
る
も
の
を
識
別

す
る
に
お
い
て
は
、
複
数
の
品
目
で
差
異
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
も
、「
差
異
以
上
に
重
要
な
の
は
、
共
通
部
分
の
認
識
で
あ
る
」
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
森
下
が
品
目
を
階
段
状
に
配
列
し
た
組
み
合
わ
せ
の
流
れ
を
設
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
共

通
部
分
」
は
、
い
ま
だ
古
墳
の
時
期
編
年
の
手
段
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思
う
。

器
物
の
流
通
お
よ
び
祭
式
の
生
成
と
拡
散
が
、
畿
内
中
枢
を
核
と
し
た
諸
地
域
の
有
力
集
団
間
関
係
の
構
築
・
維
持
・
再
生
産
を
駆
動

す
る
様
態
に
つ
い
て
詳
細
な
検
証
を
試
み
た
下
垣
は
、「
諸
器
物
が
一
埋
葬
施
設
に
お
い
て
整
合
的
な
共
伴
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
多

く
が
畿
内
中
枢
か
ら
一
括
し
て
有
力
集
団
に
も
た
ら
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
下
垣
二
〇
一
一
）。
こ
の
「
畿
内
中
枢
」
と
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
な
実
態
を
想
定
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
畿
内
中
枢
」・「
一
括
」
と
い
う
括
り
で
の

論
証
は
、
森
下
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
問
題
を
解
決
で
き
な
い
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
た
、
一
括
し
て
供
与
さ
れ
三
角
縁
神
獣
鏡
を
持
ち
な
が
ら
石
製
品
を
全
く
持
た
な
い
と
い
う
極
端
な
あ
り
方
に
つ
い
て
、
副
葬
品
の

選
択
に
何
ら
か
の
意
図
が
働
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
見
解
も
あ
る
（
北
山
二
〇
〇
八
）。
こ
の
選
択
す
る
意
思
は
、
流
通
主
導
者
と
入
手

者
の
両
者
が
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
流
通
主
体
が
単
一
で
な
く
複
数
で
あ
り
、
ま
た
一
世
代
の
間
に
複
数
回
の
入
手
の
契
機
が

あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
副
葬
品
に
よ
る
古
墳
編
年
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
の
ミ
ク
ロ
的
な
視
点
と
し
て
、
前
期
古
墳
を

構
成
す
る
古
墳
祭
式
の
諸
要
素
を
、
被
葬
者
の
生
前
の
政
治
活
動
を
中
心
と
し
た
「
政
治
的
関
係
」
の
履
歴
書
的
な
意
味
を
も
っ
た
も
の

と
し
て
分
析
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
進
め
た
い
と
思
う
。
副
葬
品
は
埋
葬
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
現
実
的
に
は
次
代
の
首
長
の
政
治
活

動
で
は
機
能
は
し
な
い
。
そ
れ
は
亡
き
首
長
に
と
っ
て
の
み
意
味
を
も
つ
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
副
葬
さ
れ
た
威
信
財
は
、
被
葬

者
が
生
前
に
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
時
期
が
異
な
る
も
の
、
複
数
回
入
手
し
た
可
能
性
の
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
入
手
後
に

宝
器
と
し
て
祭
儀
に
使
用
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
場
合
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
死
亡
・
副
葬
さ
れ
る
に
い
た
る
ま
で
の
時
間
幅

が
異
な
る
も
の
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
個
々
の
副
葬
品
の
も
つ
来
歴
の
違
い
こ
そ
が
、
個
々
の
副
葬
品
の
型
式
学
的
編



- 65 -

年
で
は
古
墳
の
時
系
列
を
示
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由
な
の
で
あ
る
。
こ
の
混
在
を
「
様
式
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被

葬
者
の
活
躍
し
た
歴
史
的
背
景
・
時
代
性
を
捉
え
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
流
通
主
導
者
と
入
手
し
た
側
の
両

者
が
示
す
政
治
的
連
携
の
共
時
的
な
具
体
像
は
見
え
て
こ
な
い
。　

二
．
規
範
と
入
手
契
機

こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
状
況
の
可
能
性
を
仮
説
と
し
て
設
定
し
て
み
た
。
な
お
、
す
べ
て
の
副
葬
品
が
威
信
財
で
は
な
く
、
豪
族
層

が
独
自
に
入
手
し
た
宝
器
的
な
も
の
も
存
在
（
入
手
経
路
が
問
題
）
し
て
い
る
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。
ま
た
、
例
示
し
た
威
信
財
は
、

と
り
あ
え
ず
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
東
大
寺
山
古
墳
に
関
わ
る
時
期
を
中
心
と
し
て
い
る
。

仮
説
Ⅰ
：
規
範
と
し
て
の
流
通
（
情
報
・
器
物
）

　
（
一
）
ヤ
マ
ト
王
権
の
規
範

　
　
　

① 

ヤ
マ
ト
王
権
の
体
制
下
に
結
集
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
共
有
規
範
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
古
墳
時
代
を
通
し
て
採

用
さ
れ
一
貫
性
を
も
つ
規
範
（
埋
葬
終
了
後
も
視
覚
的
永
続
性
を
保
つ
）
で
あ
る
。
前
方
後
円
墳
・
円
墳
な
ど
の
墳
形
の
採

用
規
範
、
埴
輪
の
樹
立
の
有
無
（
円
筒
埴
輪
生
産
の
指
導
や
、
形
象
埴
輪
器
種
の
選
択
規
範
は
政
権
に
主
導
性
あ
り
）
な
ど
。

　
（
二
）
政
権
の
規
範

　
　
　

① 

ヤ
マ
ト
王
権
下
に
お
い
て
時
の
政
権
を
掌
握
し
た
中
枢
豪
族
群
（
氏
族
群
の
盟
主
達
、
文
献
上
で
は
群
臣
な
ど
）
が
、
主
導

権
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
。　
　
　

　
　
　
　

Ａ
： 

政
権
の
最
高
位
に
就
い
た
中
枢
豪
族
の
盟
主
お
よ
び
同
系
氏
族
群
盟
主
が
主
導
し
た
も
の
（
女
婿
な
ど
豪
族
の
親
族
が

大
王
位
に
あ
る
可
能
性
も
想
定
は
で
き
る
）
。
必
ず
し
も
そ
の
豪
族
が
創
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
地
域
豪
族
が
独
自
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に
主
宰
し
て
い
た
祭
儀
を
取
り
入
れ
た
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
規
格
化
し
て
流
通
主
導
し
た
の
は
政
権
担
当
豪
族
と

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
角
縁
神
獣
鏡
、
腕
輪
形
石
製
品
、
筒
形
銅
器
、
巴
形
銅
器
、
滑
石
製
容
器
、
鰭
付
き
円

筒
埴
輪
、
形
象
埴
輪
の
器
種
、
甲
冑
（
竪
矧
板
革
綴
短
甲
、
方
形
板
革
綴
短
甲
）
な
ど
。

　
　
　
　

Ｂ
： 

政
権
を
構
成
す
る
中
枢
豪
族
（
大
王
を
輩
出
し
て
い
な
い
）
が
主
導
し
た
も
の
（
た
と
え
ば
、
前
代
に
政
権
最
高
位
で

あ
っ
た
豪
族
で
も
、
一
定
の
勢
力
は
継
続
。
政
権
内
で
の
重
要
な
職
掌
も
担
当
し
、
地
方
豪
族
と
も
連
携
を
保
ち
続
け

た
）。
Ａ
に
あ
げ
た
も
の
の
一
部
の
器
物
な
ど
。

　
　
　

② 

政
権
中
枢
の
意
図
を
う
け
、
対
外
交
渉
（
軍
事
行
動
も
含
む
場
合
も
あ
り
）
に
協
力
、
あ
る
い
は
参
画
し
た
豪
族
に
顕
彰　

と
し
て
流
通
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
。「
造
り
出
し
」
の
築
造
（
沼
澤
二
〇
〇
六
）
や
、船
形
埴
輪
な
ど
階
層
・
時
期
・

地
域
が
限
定
さ
れ
た
形
象
埴
輪
（
竹
原
二
〇
一
二
）
な
ど
。

仮
説
Ⅱ
：
流
通
・
入
手
の
契
機

　
　
　

① 

政
権
掌
握
豪
族
群
が
主
導
し
た
も
の
で
、
そ
の
契
機
と
し
て
政
権
の
最
高
位
に
就
任
し
た
時
や
、
政
権
構
成
中
枢
に
就
任
し

た
時
に
、
諸
地
域
の
豪
族
（
氏
族
群
）
盟
主
と
の
政
治
的
提
携
の
更
新
な
ど
の
契
機
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

②
入
手
側
（
諸
地
域
の
豪
族
側
）
の
契
機
で
、
以
下
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

・
政
権
掌
握
豪
族
群
が
政
権
中
枢
に
就
い
た
機
会
に
入
手

　
　
　

・
諸
地
域
の
氏
族
群
盟
主
が
交
替
し
た
と
き
、
政
権
と
政
治
的
提
携
を
更
新

　
　
　

・
諸
地
域
の
豪
族
が
独
自
に
入
手

　
　
　

・
前
代
か
ら
伝
世
さ
れ
た
も
の
（
伝
世
を
停
止
し
、
副
葬
し
て
し
ま
う
時
期
・
背
景
が
重
要
）

　
　
　

・
政
権
が
主
導
す
る
国
家
的
活
動
に
参
画
し
た
表
彰
と
し
て
入
手
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古
墳
祭
式
の
要
素
は
、
政
権
主
導
豪
族
の
意
向
と
、
地
域
首
長
と
の
利
害
が
一
致
し
た
と
き
に
そ
の
政
治
的
連
携
の
表
象
と
し
て
導
入

さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
、
古
墳
祭
式
に
か
か
わ
る
情
報
や
威
信
財
の
動
き
も
「
供
与
」
の
結
果
と
せ
ず
、「
流
通
」
と
い
う
表
現
で

入
手
側
の
主
体
性
を
表
現
し
た
い
と
思
う
。
政
権
を
主
導
し
た
中
枢
豪
族
自
体
も
、
地
域
の
政
治
連
合
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
盟
主
の
直
系
的
・
継
続
的
な
血
統
継
承
が
行
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
盟
主
の
交
替
が
生
じ
た
と
き
、
後
継
盟
主
は
、
新
た
な
威
信

財
の
流
通
を
主
導
す
る
。
諸
地
域
の
氏
族
長
が
、
二
代
に
お
よ
ぶ
政
権
主
導
豪
族
と
政
治
的
提
携
を
結
ん
だ
場
合
、
時
期
差
の
あ
る
威
信

財
が
、
埋
葬
時
に
は
古
墳
副
葬
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
枠
組
み
の
具
体
像
を
検
証
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
イ
と
し
て
、「
三
輪
政
権
」
か
ら
「
佐
紀
政
権
」
へ
、「
大
和
東
南
部
」
勢
力
か
ら

「
大
和
北
部
」
勢
力
へ
の
交
替
と
い
う
表
現
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
転
換
期
に
つ
い
て
、
政
権
最
高
位
に
つ
い
た
氏
族
群
と
同
族
の
盟
主
の

一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
東
大
寺
山
古
墳
被
葬
者
（
以
下
被
葬
者
を
省
く
）
を
と
り
あ
げ
、
政
権
を
構
成
す
る
盟
主
層
も
そ
れ
ぞ
れ

各
自
で
威
信
財
の
流
通
を
主
導
し
た
可
能
性
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
時
期
表
現
と
し
て
は
、
Ⅰ
段
階
（
～
布
留
１
式
・
～
四
世
紀
第

１
四
半
期
）、
Ⅱ
段
階
（
布
留
２
式
、
四
世
紀
第
２
四
半
期
ま
で
）、
Ⅲ
段
階
（
布
留
３
式
、
四
世
紀
第
３
四
半
期
）
と
す
る
。

第
三
章　

大
和
北
部
の
ソ
フ
地
域
（
ワ
ニ
系
氏
族
集
団
領
域
）
と
東
大
寺
山
古
墳

一
．
東
大
寺
山
古
墳
の
被
葬
者　

東
大
寺
山
古
墳
は
、
天
理
市
櫟
本
町
に
所
在
す
る
全
長
約
一
三
〇
ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
（
図
１
）。
奈
良
盆
地
東
辺
に
広
が
る
笠

置
山
地
（
大
和
高
原
）
か
ら
流
れ
出
た
高
瀬
川
は
西
流
し
て
盆
地
中
央
部
で
大
和
川
に
合
流
す
る
。
こ
の
高
瀬
川
に
よ
る
岩
屋
谷
の
河
谷

を
南
限
と
し
、
北
側
を
楢
川
の
河
谷
に
挟
ま
れ
た
丘
陵
上
に
築
造
さ
れ
て
い
る
。
前
方
部
を
北
向
き
に
し
て
比
高
七
〇
ｍ
の
丘
陵
先
端
部

に
築
か
れ
た
東
大
寺
山
古
墳
か
ら
は
奈
良
盆
地
を
一
望
で
き
る
。

東
大
寺
山
古
墳
の
墳
丘
は
二
段
築
成
で
あ
り
、
後
円
部
の
中
段
テ
ラ
ス
と
下
段
に
円
筒
埴
輪
列
が
検
出
さ
れ
、
朝
顔
形
円
筒
埴
輪
と
鰭
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付
円
筒
埴
輪
も
混
在
し
て
い
る
。
後
円
部
頂
で
は
、
家
形
・
盾

形
・
靫
形
・
甲
冑
形
な
ど
の
形
象
埴
輪
の
破
片
が
出
土
し
て
い

る
。
埋
葬
施
設
は
粘
土
槨
で
コ
ウ
ヤ
マ
キ
製
の
木
棺
が
納
め
ら

れ
、
粘
土
を
被
覆
す
る
過
程
で
二
度
酸
化
鉄
を
塗
り
、
多
様
な

武
器
類
を
棺
を
囲
む
よ
う
に
な
ら
べ
て
粘
土
槨
の
中
に
封
じ

込
め
て
い
る
。
出
土
し
た
武
器
類
の
刀
一
四
点
に
は
青
銅
製
環

頭
大
刀
が
五
本
含
ま
れ
、
そ
の
中
の
一
本
に
「
中
平
□
年
」
銘

が
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
注
目
を
集
め
て
き
た
。
棺
内
は
盗
掘

の
た
め
副
葬
品
の
全
容
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
多
数
の
武
器

類
（
槍
・
刀
・
鏃
・
銅
鏃
）
や
玉
類
・
筒
形
石
製
品
・
腕
輪
形

石
製
品
（
鍬
形
石
二
六
点
以
上
・
車
輪
石
二
三
点
・
石
釧
二
点
）

な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
副
葬
品
の
な
か
で
東
大
寺

山
古
墳
が
流
通
に
か
か
わ
っ
た
と
み
る
威
信
財
に
つ
い
て
は

次
節
で
詳
述
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
東
大
寺
山
古
墳
の
北
に
広
が
る
和
爾
町
・
窪
之

庄
町
は
、『
記
紀
』
に
見
ら
れ
る
「
ワ
ニ
坂
」
や
「
ワ
ニ
池
」
の
伝
承
を
残
す
地
域
で
、
ワ
ニ
氏
の
本
貫
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。

北
部
の
春
日
・
佐
紀
な
ど
も
ふ
く
め
た
古
代
の
「
曾
布
」（
律
令
期
の
旧
郡
）
に
拠
点
を
も
つ
「
ワ
ニ
氏
」
に
つ
い
て
は
、
改
氏
や
分
枝

の
詳
細
な
分
析
を
し
た
岸
俊
男
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
（
岸
一
九
六
六
）。
ま
た
國
分
ゆ
み
は
、改
氏
や
分
枝
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、ワ
ニ
・

春
日
・
佐
紀
の
三
地
域
が
当
初
か
ら
ワ
ニ
氏
集
団
と
し
て
存
在
し
た
も
の
で
あ
り
、「
分
枝
し
た
枝
族
」
と
し
て
文
献
に
記
さ
れ
た
集
団

と
は
、
地
域
連
合
と
し
て
政
治
勢
力
を
保
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
古
学
的
に
検
証
し
て
い
る
（
國
分
二
〇
一
一
）。
私
も
、

図１　ワニ勢力の古墳

上殿古墳

東大寺山古墳和爾下神社古墳

赤土山古墳

0 １km
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本
稿
で
と
り
あ
げ
る
ソ
フ
地
域
内
の
有
力
な
支
群
を
、
ワ
ニ
系
氏
族
集
団
を
構
成
す
る
サ
キ
勢
力
・
ワ
ニ
勢
力
と
仮
称
し
て
考
察
し
て
い

く
。東

大
寺
山
古
墳
の
南
を
西
流
す
る
高
瀬
川
を
隔
て
た
豊
田
丘
陵
に
は
、
別
所
鑵
子
塚
古
墳
・
別
所
大
塚
古
墳
・
石
上
大
塚
古
墳
・
ウ
ワ

ナ
リ
古
墳
な
ど
の
後
期
の
前
方
後
円
墳
が
分
布
し
、
杣
之
内
古
墳
群
と
共
に
物
部
氏
の
勢
力
基
盤
と
い
わ
れ
て
い
る
。
天
理
市
布
留
遺
跡

は
、
豪
族
居
館
や
生
産
工
房
を
も
ち
、
一
方
、
東
大
寺
山
古
墳
に
は
対
応
す
る
規
模
の
居
館
が
な
い
こ
と
か
ら
、
布
留
遺
跡
を
東
大
寺
山

古
墳
と
関
連
付
け
る
見
解
も
あ
る
が
（
寺
沢
薫
二
〇
一
一
）、
し
か
し
、
布
留
遺
跡
は
豊
田
丘
陵
に
は
ば
ま
れ
て
東
大
寺
山
古
墳
か
ら
は
視

認
で
き
な
い
。
私
は
、
東
大
寺
山
古
墳
は
律
令
期
の
ソ
フ
地
域
に
立
地
し
、
ワ
ニ
系
氏
族
集
団
の
ワ
ニ
勢
力
の
盟
主
で
あ
る
と
と
も
に
、

古
墳
時
代
前
期
Ⅱ
段
階
（
布
留
２
式
を
中
心
と
し
た
時
期
）
に
ヤ
マ
ト
政
権
を
主
導
（「
ソ
フ
政
権
」
と
仮
称
す
る
）
し
た
氏
族
集
団
を

構
成
す
る
盟
主
豪
族
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
六
世
紀
以
前
の
「
氏
族
」
は
、
弥
生
時
代
中
核
拠
点
集
落
を
基
盤
と
し
た
勢
力
が
、
古
墳
時
代
に
は
律
令
の
旧
郡
レ

ベ
ル
の
大
領
域
で
結
集
し
た
地
域
の
政
治
連
合
で
あ
り
、
擬
制
的
な
も
の
も
含
む
同
祖
の
系
譜
意
識
に
よ
っ
て
後
の
氏
族
集
団
（
同
族
）

と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
形
成
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
論
を
進
め
る
。

二
．
東
大
寺
山
古
墳
に
み
ら
れ
る
王
権
と
政
権
の
規
範

東
大
寺
山
古
墳
の
墳
形
は
前
方
後
円
墳
で
あ
り
、
全
長
一
三
〇
ｍ
と
い
う
規
模
は
、
墳
丘
規
模
分
類
に
よ
れ
ば
（
下
垣
二
〇
一
一
）、
Ｓ

級
（
二
一
〇
～
二
八
〇
ｍ
）
に
次
ぐ
Ａ
級
（
一
二
〇
～
一
八
〇
ｍ
）
に
あ
た
る
。
Ⅰ
段
階
で
は
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
に
限
ら
れ
て
い
た
Ｓ

級
古
墳
が
、
Ⅱ
段
階
に
な
る
と
ソ
フ
地
域
内
で
は
サ
キ
勢
力
の
地
域
に
築
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ワ
ニ
勢
力
で
は
、
東
大
寺
山
古
墳
が

最
大
級
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
後
円
部
八
〇
ｍ
、
前
方
部
五
〇
ｍ
を
測
る
二
段
築
成
の
墳
丘
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
佐
紀
陵
山
古
墳
タ
イ

プ
で
は
な
い
（
図
２
）。

東
大
寺
山
古
墳
に
後
続
し
て
、
赤
土
山
古
墳
（
前
方
後
円
墳
・
一
一
〇
ｍ
）、
和
爾
下
神
社
古
墳
（
前
方
後
円
墳
・
一
〇
五
ｍ
）
が
途

切
れ
ず
に
築
造
さ
れ
、
ワ
ニ
勢
力
の
地
域
で
の
首
長
墓
系
譜
を
た
ど
れ
、
ま
た
北
方
一
㎞
に
所
在
す
る
上
殿
古
墳
は
、
円
墳
（
径
二
三
ｍ
）

（
４
）

（
４
）

（
５
）

（
５
）

（
６
）

（
６
）
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で
は
あ
る
が
、
東
大
寺
山
古
墳
と
親
縁
性
の
強
い
威
信
財
が
出

土
し
、
同
時
期
に
存
在
し
た
階
層
構
造
を
も
っ
た
古
墳
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
関
係
は
、
ソ
フ
政
権
の
サ
キ
勢
力
内
に
お
い
て

も
見
い
だ
せ
、佐
紀
陵
山
古
墳
（
前
方
後
円
墳
・
二
〇
七
ｍ
）
と
、

隣
接
す
る
マ
エ
塚
古
墳
（
円
墳
・
四
八
ｍ
）、
あ
る
い
は
サ
キ

勢
力
の
領
域
西
端
に
あ
た
る
富
雄
丸
山
古
墳
（
円
墳
・
六
〇
ｍ
）

よ
う
に
、
前
方
後
円
墳
と
円
墳
が
同
時
期
に
並
存
し
て
い
る
。

王
権
の
墳
形
規
範
が
階
層
性
を
も
っ
て
み
て
と
れ
る
例
で
あ

る
（
図
３
）。

こ
こ
で
、
ソ
フ
政
権
を
構
成
し
た
同
系
氏
族
群
で
あ
っ
た
と
み
る
二
つ
の
勢
力
の
盟
主
層
の
動
向
と
し
て
、
東
大
寺
山
古
墳
と
佐
紀
陵

山
古
墳
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
埴
輪
様
式
か
ら
考
え
て
お
き
た
い
。
東
大
寺
山
古
墳
出
土
の
円
筒
埴
輪
の
特
徴
の
一
つ
に
、
透
孔
が
直
交

配
置
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
直
交
配
置
の
円
筒
埴
輪
を
持
つ
古
墳
の
中
に
は
、
東
大
寺
山
古
墳
と
の
関
わ
り
が
強
い
例
が

見
ら
れ
、
赤
土
山
古
墳
は
後
続
す
る
盟
主
墳
、
瓦
谷
古
墳
群
は
ソ
フ
地
域
に
隣
接
し
た
古
墳
群
、
愛
知
県
犬
山
市
青
塚
古
墳
や
岐
阜
県
大

垣
市
昼
飯
大
塚
古
墳
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
東
大
寺
山
古
墳
が
主
導
し
た
威
信
財
を
有
す
る
古
墳
で
あ
る
。
東
大
寺
山
古
墳
の
円
筒
埴
輪

や
朝
顔
形
埴
輪
の
製
作
技
法
や
胎
土
は
多
様
で
、
異
な
る
埴
輪
製
作
を
行
う
複
数
の
集
団
が
異
な
る
場
所
で
製
作
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
鰭
付
朝
顔
形
埴
輪
の
胎
土
は
共
通
し
同
一
集
団
の
製
作
が
想
定
さ
れ
、
他
の
円
筒
埴
輪
と
は
異
な
る
と
い
う
（
宮
村

二
〇
一
〇
）。

政
権
の
規
範
と
し
て
流
通
し
た
形
象
埴
輪
の
器
種
に
つ
い
て
は
、
盾
形
埴
輪
・
靫
形
埴
輪
・
甲
冑
形
埴
輪
が
あ
る
。
盾
形
埴
輪
の
破
片

に
は
木
製
盾
模
倣
の
段
差
表
現
を
も
つ
直
弧
文
施
文
タ
イ
プ
と
、
鋸
歯
文
施
文
を
も
つ
二
種
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
木
製
盾
を
模
倣
し
た

も
の
で
、
極
め
て
写
実
性
が
強
い
も
の
で
あ
る
。
靫
形
埴
輪
に
つ
い
て
も
、
背
板
を
中
心
に
裏
面
に
も
実
物
の
裏
面
を
表
現
す
る
よ
う
な

（
７
）

（
７
）

（
８
）

（
８
）

図２　東大寺山古墳　墳丘復原図
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① 瓦谷１号墳 ⑤ 上殿古墳 ⑨ 島の山古墳 ⑬ 新沢500号墳
② マエ塚古墳 ⑥ 東大寺山古墳 ⑩ 佐味田宝塚古墳 ⑭ 鴨都波１号墳
③ 佐紀陵山古墳 ⑦ 和爾下神社古墳 ⑪ 巣山古墳
④ 富雄丸山古墳 ⑧ 赤土山古墳 ⑫ 新山古墳

●①

●②

●⑨

●⑩
●⑪

●⑫

●⑬

●⑭

●③

●④

●⑤
●⑦
●⑥

●⑧

ソフ

シキ

カ
ツ
ラ
ギ

オオヤマト
古墳群

図３　ソフ勢力と主要古墳
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手
の
込
ん
だ
線
刻
が
施
さ
れ
、矢
筒
の
鏃
の
表
現
も
立
体
的
で
靫
形
埴
輪
の
最
古
段
階
と
み
ら
れ
て
い
る
。
甲
冑
形
埴
輪
の
草
摺
表
現
も
、

二
段
に
分
か
れ
た
下
段
の
鋸
歯
文
は
精
緻
な
文
様
が
施
文
さ
れ
て
お
り
、
富
雄
丸
山
古
墳
例
が
沈
線
の
み
の
表
現
で
あ
る
様
相
よ
り
あ
き

ら
か
に
古
相
で
あ
る
。

東
大
寺
山
古
墳
の
盾
形
埴
輪
に
つ
い
て
は
、
佐
紀
陵
山
古
墳
や
瓦
谷
一
号
墳
例
よ
り
か
な
り
小
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
年
代
的
に
は
下
降

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
判
断
と
、
佐
紀
陵
山
古
墳
と
櫛
山
古
墳
は
盾
形
埴
輪
の
み
の
段
階
で
、
東
大
寺
山
古
墳
は
そ
の
直
後
の
時
期
で

盾
形
に
靫
・
甲
冑
形
が
加
わ
っ
た
段
階
で
あ
る
と
い
う
見
解
か
ら
、
東
大
寺
山
古
墳
は
佐
紀
陵
山
古
墳
に
後
続
す
る
と
位
置
付
け
る
見
解

が
あ
る
（
高
橋
二
〇
一
〇
）。

し
か
し
、
一
般
的
に
形
象
埴
輪
の
形
態
は
、
写
実
的
で
立
体
的
な
段
差
表
現
は
初
現
期
の
も
の
で
、
立
体
的
な
表
現
か
ら
沈
線
な
ど
に

よ
る
簡
易
な
表
現
へ
と
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
東
大
寺
山
古
墳
の
盾
形
埴
輪
の
段
差
表
現
や
、
靫
形
埴
輪
の
表
裏
両
面
の

写
実
的
な
表
現
の
施
文
は
き
わ
め
て
初
現
期
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
器
種
の
増
加
に
よ
っ
て
所
属
時
期
の
判
断
を
し
、
盾
形
に
靫
・
甲

冑
が
加
わ
る
段
階
の
東
大
寺
山
古
墳
が
佐
紀
陵
山
古
墳
に
後
出
す
る
と
い
う
編
年
的
位
置
づ
け
に
は
納
得
で
き
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
私
は
器
財
形
埴
輪
に
み
ら
れ
る
様
相
は
、
東
大
寺
山
古
墳
の
築
造
に
と
も
な
う
埴
輪
の
樹
立
の
時
期
が
、
佐
紀
陵
山

古
墳
に
先
行
、
あ
る
い
は
併
行
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
円
筒
埴
輪
に
よ
る
佐
紀
陵
山
古
墳
の
時
期
的
位
置
づ
け

に
つ
い
て
は
、
埴
輪
研
究
者
の
間
で
見
解
の
一
致
が
み
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
両
古
墳
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
再
考
し
て
み
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

さ
て
、
佐
紀
陵
山
古
墳
は
ソ
フ
地
域
の
北
部
に
位
置
す
る
佐
紀
古
墳
群
に
お
い
て
最
初
に
築
か
れ
た
大
形
前
方
後
円
墳
（
二
〇
七
ｍ
）

で
あ
る
。「
規
格
化
さ
れ
た
斉
一
的
な
鰭
付
円
筒
埴
輪
」（
Ⅱ
群
）、「
定
式
化
し
た
器
財
埴
輪
」
の
出
現
な
ど
の
特
徴
を
持
ち
、
円
筒
埴
輪

編
年
Ⅱ
期
の
２
群
の
古
い
時
期
に
属
し
、
様
相
を
創
出
し
た
勢
力
と
も
み
ら
れ
て
い
る
。
佐
紀
陵
山
古
墳
の
墳
丘
企
画
を
規
範
と
し
た
地

域
首
長
の
古
墳
の
展
開
が
注
目
さ
れ
、
前
期
後
半
に
お
け
る
政
治
的
な
変
革
の
主
導
的
立
場
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　

　
　

（
９
）

（
９
）

（
11
）

（
11
）

（
12
）

（
12
）
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形
象
埴
輪
の
器
種
の
創
出
と
流
通
は
政
権
規
範
で
あ
り
、
政
権
を
構
成
し
た
豪
族
群
が
主
導
し
て
い
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
本
稿
の
枠
組
み
か
ら
み
れ
ば
、
ソ
フ
政
権
最
高
位
に
就
い
て
い
た
そ
の
強
力
な
主
導
者
は
、
サ
キ
勢
力
の

盟
主
で
あ
る
佐
紀
陵
山
古
墳
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
政
権
を
構
成
す
る
同
系
氏
族
群
の
ワ
ニ
勢
力
の
盟
主
で
あ

る
東
大
寺
山
古
墳
も
、
佐
紀
陵
山
古
墳
と
時
期
差
を
持
た
ず
、
極
め
て
写
実
的
な
盾
形
埴
輪
・
靫
形
埴
輪
・
甲
冑
形

埴
輪
を
創
出
し
て
い
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
た
だ
し
、
東
大
寺
山
古
墳
に
鰭
付
円
筒
埴
輪
は
な
く
、
埴
輪
生

産
に
お
け
る
円
筒
埴
輪
の
一
元
的
な
生
産
・
供
給
に
主
導
性
を
果
た
し
た
可
能
性
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
．
政
権
規
範
と
し
て
の
威
信
財
の
流
通

と
こ
ろ
で
、
東
大
寺
山
古
墳
の
副
葬
品
に
は
、
形
態
や
出
土
数
の
圧
倒
的
優
位
性
な
ど
か
ら
、
流
通
の
起
点
で
あ

る
可
能
性
を
し
め
す
威
信
財
が
複
数
含
ま
れ
て
い
る
。
ソ
フ
政
権
内
の
最
高
位
（
サ
キ
勢
力
）
の
同
族
と
し
て
、
東

大
寺
山
古
墳
が
威
信
財
の
流
通
を
主
導
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
検
証
し
、
そ
れ
を
入
手
し
た
地
域
豪
族
の
生
前

の
政
治
活
動
と
の
共
時
性
を
導
き
出
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
古
墳
の
築
造
開
始
時
期
と
威
信
財
が
副
葬
さ
れ
る
時

期
は
、
被
葬
者
の
豪
族
盟
主
と
し
て
の
就
任
期
間
の
長
さ
な
ど
に
よ
っ
て
も
か
な
り
幅
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は

前
提
と
し
て
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
鍬
形
石
の
類
似
性
の
高
い
組
み
合
わ
せ

腕
輪
形
石
製
品
は
型
式
学
的
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
山
谷
」「
匙
式
」
な
ど
の
型
式
が
時
期
差
か
系
統
差
か
の
識
別
が

で
き
な
い
可
能
性
を
残
し
て
お
り
、
型
式
に
よ
っ
て
副
葬
し
た
古
墳
の
所
属
時
期
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

東
大
寺
山
古
墳
の
鍬
形
石
に
つ
い
て
は
、
川
西
宏
幸
が
東
大
寺
山
古
墳
を
中
心
と
し
た
同
工
鍬
形
石
の
分
有
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
配

布
に
北
部
勢
力
が
関
与
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
（
川
西
一
九
八
八
）。
し
か
し
、
こ
の
「
同
工
鍬
形
石
」
と
い
う
概
念
設
定
に
つ
い
て
は
、

（
13
）

（
13
）

（
14
）

（
14
）

鐘方（2003） 廣瀬（2009） 坂（2009）
Ⅰ期―５　櫛山（10） Ⅰ―３　 行燈山、櫛山

東大寺山
Ⅱ期―１　渋谷向山古墳 Ⅱ―１　 櫛山 

佐紀陵山
Ⅱ―２　 渋谷向山 

東大寺山

Ⅱ―１　 渋谷向山 
佐紀陵山 
赤土山

Ⅱ期―２　佐紀陵山
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北
条
芳
隆
が
次
の
よ
う
な
理
由
で
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
型
式
別
出
現
頻
度
の
段
階
設
定
に
も
と
づ
く
と
、
酷
似
品
の
組
み
合
わ
せ

は
、
北
条
が
分
類
し
た
第
１
群
鍬
形
石
の
第
三
段
階
と
第
四
段
階
に
し
か
出
現
し
な
い
も
の
で
、
全
体
の
五
割
し
か
括
れ
ず
、
大
多
数
は

酷
似
品
を
持
た
な
い
の
で
、
鍬
形
石
全
体
を
何
組
か
の
酷
似
品
の
集
合
体
と
し
て
括
る
こ
と
が
無
意
味
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
同
工
品
の

概
念
は
一
部
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
現
象
で
、
高
度
に
企
画
化
さ
れ
た
作
品
群
、
一
つ
の
工
人
集
団
内
部
に
お
け
る
一
製
作
単
位
が
、
あ
る

時
期
に
生
み
出
し
た
同
一
規
格
品
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
北
条
一
九
九
四
）。

し
か
し
、
私
は
こ
の
同
工
品
の
存
在
こ
そ
、
東
大
寺
山
古
墳
の
被
葬
者
像
を
推
察
し
う
る
証
左
と
な
り
う
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

東
大
寺
山
古
墳
の
鍬
形
石
は
、
祖
形
を
異
に
す
る
二
つ
の
系
統
（
北
条
の
分
類
）
の
１
群
と
２
群
、
お
よ
び
そ
の
両
群
の
Ａ
・
Ｂ
類
（
難

分
類
も
含
む
）
と
い
う
す
べ
て
の
型
式
を
有
し
て
お
り
、
酷
似
品
の
組
み
合
わ
せ
一
〇
組
の
う
ち
六
組
に
も
絡
ん
で
い
る
。
東
大
寺
山
古

墳
の
同
工
品
の
各
組
は
、
生
産
の
最
小
単
位
を
表
す
も
の
と
さ
れ
て
お
り
（
小
田
木
二
〇
一
〇
）、
被
葬
者
一
代
の
な
か
で
推
移
し
た
時
間

差
が
段
階
差
に
表
れ
て
い
る
。
く
し
く
も
北
条
が
同
工
品
を
「
一
部
に
み
ら
れ
る
特
殊
な
現
象
で
、
高
度
に
企
画
化
さ
れ
た
作
品
群
で
あ

り
、
同
一
集
団
が
あ
る
時
期
に
生
み
出
し
た
」
と
定
義
づ
け
た
も
の
こ
そ
が
、
東
大
寺
山
古
墳
が
流
通
を
主
導
し
た
時
期
に
あ
た
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
は
比
較
的
中
小
規
模
の
地
域
古
墳
で
あ
り
、
東
大
寺
山
古
墳
が
流
通
さ
せ
た
同
工
品
の
威
信
財
と
し
て
の
価
値

は
大
き
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
地
域
豪
族
が
入
手
し
た
時
期
と
、
そ
れ
が
副
葬
さ
れ
た
時
期
が
多
様
で
あ
る
例
が
多
い
こ
と
は

く
り
か
え
し
の
べ
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
岡
寺
良
は
、
石
製
品
と
北
部
勢
力
（
本
稿
で
の
ソ
フ
政
権
）
の
関
係
に
つ
い
て
、
碧
玉
製
品
の
硬
質
の
材
質
Ａ
系
統
と
三
角
縁

神
獣
鏡
、
軟
質
Ｂ
系
統
と
新
式
鏡
の
共
伴
関
係
を
認
め
、
大
和
盆
地
東
南
部
勢
力
、
北
部
勢
力
の
関
与
を
想
定
し
て
い
る
（
岡
寺

二
〇
一
〇
）。
鐘
方
は
、
岡
寺
の
指
摘
し
た
有
脚
合
子
と
石
釧
の
技
法
・
形
態
の
親
縁
性
を
認
め
、
Ａ
・
Ｂ
両
系
統
の
碧
玉
製
品
は
前
期
前

葉
（
桜
井
茶
臼
山
古
墳
な
ど
）
か
ら
、
滑
石
製
品
は
前
期
中
葉
（
メ
ス
リ
山
古
墳
）
か
ら
、
滑
石
製
模
造
品
は
前
期
後
葉
（
佐
紀
陵
山
古

墳
）
か
ら
と
い
う
消
長
を
示
し
な
が
ら
も
、
石
製
品
製
作
の
断
続
や
製
作
集
団
の
交
代
は
読
み
取
れ
な
い
と
み
て
、
政
治
動
向
に
ま
で
結

び
つ
け
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
（
鐘
方
二
〇
一
二
）。
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し
か
し
、
こ
の
時
期
の
奈
良
盆
地
で
は
製
作
地
の
発
掘
例
が
少
な
く
検
討
課
題
で
あ
る
が
、
消
長
の
背
景
を
考
え
る
と
、
東
大
寺
山
古

墳
が
流
通
さ
せ
た
鍬
形
石
は
、
政
権
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
の
動
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
権
を
構
成
す
る
各
勢
力
の
盟
主
層

の
交
替
期
に
は
、
石
材
や
品
目
の
更
新
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ヤ
マ
ト
王
権
下
に
結
集
し
た
政
治
集
団
と
し
て
、
政
権
の
最
高
位
に
就
い
た
勢
力
の
同
系
氏
族
集
団
、
お
よ
び
政
権
を
構
成
す
る
豪
族

の
勢
力
の
盟
主
が
、
威
信
財
の
材
質
や
品
目
を
更
新
し
流
通
を
主
導
し
た
と
み
れ
ば
、
東
大
寺
山
古
墳
に
み
ら
れ
る
鍬
形
石
の
「
類
似
性

の
高
い
組
み
合
わ
せ
」
の
一
群
は
、
そ
れ
を
流
通
さ
せ
た
東
大
寺
山
古
墳
と
そ
れ
を
入
手
し
た
地
域
の
中
小
豪
族
と
の
、
盟
主
に
就
任
中

の
政
治
的
関
係
性
の
履
歴
を
見
い
だ
せ
る
。

②
坩
形
石
製
品
の
出
土
数
の
優
位
性
（
図
４
）

坩
形
石
製
品
は
、
畿
内
と
周
辺
を
中
心
と
し
た
古
式
の
1
群
と
、
東
日
本
を
中
心
に
分
布
す
る
2
群
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
田
中
大
輔

二
〇
〇
五
）。
東
大
寺
山
古
墳
は
古
式
の
１
群
に
あ
た
り
、
出
土
数
の
一
二
点
は
、
１
群
に
属
す
る
八
古
墳
二
一
点
の
出
土
数
の
半
数
以
上

を
し
め
て
い
る
。
他
の
七
古
墳
か
ら
は
一
～
二
点
ず
つ
の
出
土
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
大
寺
山
古
墳
の
数
的
優
位
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
二
点
は
布
留
１
～
２
式
の
小
型
丸
底
壺
を
祖
形
と
し
て
い
る
が
、
祖
形
と
の
距
離
に
幅
を
持
っ
た
型
式
も
含
ま
れ
て
お
り
、
型
式
上
の

変
化
が
短
期
間
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
は
個
体
間
の
型
式
学
的
新
古
は
考
察
で
き
て
も
、
副
葬
さ
れ
た
古
墳
の

所
属
時
期
の
新
古
を
必
ず
し
も
示
さ
な
い
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
田
木
二
〇
一
〇
）。
基
本
は
滑
石
製
だ
が
、
緑
色
凝
灰
岩
製
が
三

点
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
三
点
は
い
ず
れ
も
平
底
で
、
い
わ
ば
小
型
丸
底
壺
の
原
型
（
式
）
か
ら
最
も
遠
い
も
の
で
あ
り
、
工
房
内
で
最

終
段
階
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
図
４
⑩
⑪
⑫
）。

坩
形
石
製
品
が
出
土
し
た
古
墳
の
墳
形
は
、
岡
山
県
備
前
市
鶴
山
丸
山
古
墳
が
円
墳
（
六
八
ｍ
）
で
あ
る
以
外
は
基
本
的
に
は
前
方
後

円
墳
で
あ
る
。
奈
良
盆
地
で
坩
形
石
製
品
を
副
葬
す
る
マ
エ
塚
古
墳（
図
４
⑩
）と
新
沢
五
〇
〇
号
墳（
図
４
⑯
）は
、と
も
に
Ⅱ
段
階（
布

留
2
式
）
に
属
す
る
古
墳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
マ
エ
塚
古
墳
は
円
墳
で
は
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
佐
紀
陵
山
古
墳
と
極
め
て
親
縁
性

（
15
）

（
15
）

（
16
）

（
16
）



- 76 -

図４　坩形石製品の流通
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の
強
い
古
墳
で
あ
り
、
ソ
フ
政
権
の
最
高
位
の
佐
紀
陵
山
古
墳
を
支
え
る
、
ワ
ニ
系
氏
族
群
サ
キ
勢
力
に
お
け
る
側
近
的
な
地
位
が
想
定

で
き
る
。
東
大
寺
山
古
墳
と
は
同
じ
ワ
ニ
系
氏
族
群
と
し
て
政
権
内
に
お
い
て
は
同
等
の
役
割
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
古
墳
で

あ
る
。
ま
た
、
新
沢
五
〇
〇
号
墳
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
方
形
板
革
綴
短
甲
Ｃ
も
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
東
大
寺
山
古
墳
と
共
時
性
（
政

治
的
な
活
躍
時
期
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
）
の
強
い
古
墳
で
あ
る
。

地
域
豪
族
の
中
で
は
、
形
態
的
に
酷
似
し
た
坩
形
石
製
品
（
図
４
⑭
）
を
出
土
し
た
大
垣
市
昼
飯
大
塚
古
墳
（
大
垣
市
教
委
二
〇
〇
三
）

の
存
在
が
興
味
深
い
。
昼
飯
大
塚
古
墳
は
美
濃
西
部
に
位
置
し
、東
海
の
前
期
古
墳
で
は
最
大
級
の
前
方
後
円
墳
（
一
五
〇
ｍ
）
で
あ
り
、

広
大
な
周
壕
を
持
つ
。
出
土
土
師
器
は
布
留
2
式
に
属
し
、
円
筒
埴
輪
の
透
孔
配
置
は
直
交
型
で
東
大
寺
山
古
墳
と
同
じ
で
あ
る
。
形
象

埴
輪
の
器
種
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
赤
色
塗
彩
し
た
靫
形
埴
輪
片
と
甲
冑
形
埴
輪
の
草
摺
の
破
片
で
あ
る
。
草
摺
は
小
破
片
で
は
あ

る
が
、
表
側
に
や
や
反
り
が
あ
る
表
面
に
綾
杉
文
が
線
刻
さ
れ
て
い
る
。
同
時
期
の
類
例
は
希
少
で
あ
り
、
破
片
で
は
あ
る
が
東
大
寺
山

古
墳
出
土
の
草
摺
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
盾
形
埴
輪
も
木
製
盾
を
模
し
た
最
古
段
階
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
東
大

寺
山
古
墳
例
と
の
強
い
共
時
性
が
う
か
が
え
る
様
相
で
あ
る
。
蓋
形
埴
輪
は
実
物
の
蓋
を
写
実
的
に
表
現
す
る
最
古
の
段
階
（
瓦
谷
一
号

墳
・
佐
紀
陵
山
古
墳
）
に
属
し
て
お
り
（
小
栗
二
〇
〇
七
）、
ソ
フ
政
権
の
初
期
の
段
階
か
ら
、
政
権
内
の
構
成
豪
族
の
複
数
が
流
通
さ
せ

た
威
信
財
を
入
手
し
て
い
た
被
葬
者
像
が
見
え
て
こ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
田
中
大
輔
は
古
式
の
坩
形
石
製
品
１
群
に
つ
い
て
、
佐
紀
・
馬
見
勢
力
が
勢
力
基
盤
拡
大
の
た
め
に
創
出
し
た
器
物
と
み

る
一
方
、「
佐
紀
勢
力
が
戦
略
的
に
創
出
し
た
埴
輪
・
器
物
は
全
て
が
セ
ッ
ト
で
共
伴
せ
ず
、
共
伴
関
係
の
差
が
墳
形
や
墳
丘
規
模
と
も

相
関
関
係
に
な
い
」
様
相
を
、
被
葬
者
や
後
継
者
の
主
体
性
が
反
映
さ
れ
た
結
果
と
解
釈
し
て
い
る
（
田
中
二
〇
〇
五
）。

し
か
し
、
例
示
し
た
よ
う
に
、
坩
形
石
製
品
は
東
大
寺
山
古
墳
が
流
通
の
主
導
者
で
あ
り
、
田
中
の
い
う
佐
紀
勢
力
と
い
う
大
き
な
枠

組
み
で
は
、
器
物
の
共
伴
関
係
や
墳
形
な
ど
に
相
関
関
係
が
見
い
だ
せ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
相
関
関
係
が
見
い
だ
せ
な
い
理
由
は
、

た
と
え
ば
昼
飯
大
塚
古
墳
の
よ
う
な
地
域
の
最
有
力
豪
族
に
た
い
し
て
、
ソ
フ
政
権
内
の
複
数
の
豪
族
達
が
政
治
的
な
提
携
の
た
め
の
、

古
墳
祭
式
の
情
報
や
威
信
財
を
そ
れ
ぞ
れ
流
通
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
中
に
東
大
寺
山
古
墳
も
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
、
坩
形
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石
製
品
の
よ
う
に
共
時
性
を
も
っ
て
出
土
し
た
威
信
財
の
存
在
で
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

③
革
製
短
甲
と
方
形
板
革
綴
短
甲
の
試
作

革
製
短
甲
に
つ
い
て
は
、
詳
細
で
示
唆
的
な
藤
原
郁
代
の
報
告
が
あ
る
（
図
５
）。
藤
原
は
、
革
製
短
甲
は
帯
金
を
持
た
な
い
方
形
板

革
綴
短
甲
の
つ
く
り
と
同
じ
で
は
あ
る
が
、
短
甲
型
式
と
し
て
後
続
す
る
帯
金
式
の
長
方
板
革
綴
短
甲
に
見
ら
れ
る
要
素
も
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
帯
金
式
甲
冑
が
定
型
化
さ
れ
て
い
く
段
階
で
の
モ
デ
ル
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
上
殿
古
墳
で
は
二
領
の
方
形
板

革
綴
短
甲
の
う
ち
、
一
領
は
押
付
板
を
も
た
ず
に
肩
か
ら
脇
に
帯
金
状
の
部
材
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
方
形
板
か
ら
帯
金
式
短

甲
へ
の
き
ざ
し
と
み
て
、
短
甲
の
改
良
が
大
和
の
地
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
藤
原
二
〇
一
〇
）。

方
形
板
革
綴
短
甲
の
型
式
学
的
検
討
は
、
橋
本
達
也
に
よ
っ
て
、
押
付
板
の
二
段
か
ら
一
段
へ
と
い
う
変
化
に
、
地
金
の
重
ね
か
た
を

加
え
た
Ａ
～
Ｅ
へ
の
変
遷
案
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
製
作
は
、
分
散
的
で
は
な
く
短
甲
製
作
範
型
を
保
有
し
た
一
定
範
囲
内
に
お
け
る

個
別
的
小
規
模
製
作
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
（
橋
本
一
九
八
八
）。
た
だ
し
、
Ａ
型
に
分
類
さ
れ
る
押
付
板
二
段
の
短
甲
は
、
京
都

府
南
丹
市
園
部
垣
内
古
墳
や
福
岡
市
若
八
幡
宮
古
墳
例
か
ら
始
ま
る
が
、
Ｅ
型
の
帯
状
部

材
が
認
め
ら
れ
る
上
殿
古
墳
ま
で
の
変
遷
は
短
期
間
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
Ｃ
型
の
新
沢
五
〇
〇
号
墳
・
瓦
谷
一
号
墳
・
上
殿
古
墳
は
属
性
に
共
通
性
が
強
く
認

め
ら
れ
る
と
い
う
。

革
製
短
甲
の
時
期
に
流
通
し
て
い
た
方
形
板
革
綴
短
甲
は
、
限
ら
れ
た
時
期
に
流
通
し

た
可
能
性
が
高
い
威
信
財
で
あ
る
。
私
は
、
方
形
板
革
綴
短
甲
を
副
葬
し
た
被
葬
者
像
を

「
ヤ
マ
ト
王
権
と
直
結
し
た
、
し
か
も
一
代
限
り
で
保
有
し
て
副
葬
し
た
も
の
」
と
想
定

し
、
そ
の
分
布
を
も
と
に
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
地
域
豪
族
の
関
係
に
よ
っ
て
見
い
だ
せ
る
幾

重
も
の
「
政
治
的
境
界
」
を
想
定
し
た
（
寺
沢
知
子
二
〇
〇
三
）。
本
稿
の
枠
組
み
に
照
ら

（
17
）

（
17
）

（
18
）

（
18
）

図５　�東大寺山古墳の革製短甲
復原図（藤原 2010）
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す
と
、
出
土
古
墳
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
、
一
代
限
り
の
保
有
で
伝
世
の
可
能
性
が
な
い
威
信
財
で
あ
る
と

い
う
解
釈
に
は
問
題
は
な
い
と
思
う
。

東
大
寺
山
古
墳
の
革
綴
短
甲
の
様
相
と
、
東
大
寺
山
古
墳
を
盟
主
と
す
る
上
殿
古
墳
か
ら
出
土
し
た
方
形
板
革
綴
短
甲
の
様
相
か
ら
判

断
し
て
、
こ
の
短
甲
は
ワ
ニ
系
氏
族
群
の
ワ
ニ
勢
力
の
地
域
で
創
出
さ
れ
、
流
通
の
主
導
者
は
東
大
寺
山
古
墳
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
れ
は
佐
紀
陵
山
古
墳
を
盟
主
と
す
る
同
勢
力
下
の
マ
エ
塚
古
墳
が
有
す
る
威
信
財
を
、
佐
紀
陵
山
古
墳
が
流
通
を
主
導
し

た
と
も
の
と
み
な
し
う
る
の
と
同
じ
解
釈
で
あ
る
。

東
大
寺
山
古
墳
の
意
志
の
も
と
で
、
竪
矧
板
革
綴
短
甲
を
参
考
に
倭
製
の
方
形
板
革
綴
短
甲
が
創
出
さ
れ
、
そ
の
活
躍
期
間
内
に
方
形

板
革
綴
短
甲
が
改
良
を
加
え
な
が
ら
製
作
さ
れ
、
長
方
板
革
綴
短
甲
に
つ
な
が
る
形
態
が
工
夫
さ
れ
た
。
そ
の
流
通
先
は
、
政
治
的
境
界

の
役
割
を
も
つ
交
通
の
要
衝
の
古
墳
で
あ
っ
た
。
こ
の
流
通
主
導
者
は
東
大
寺
山
古
墳
単
独
で
あ
り
、
方
形
板
革
綴
短
甲
は
後
続
す
る
型

式
で
あ
る
長
方
板
革
綴
短
甲
と
の
共
伴
古
墳
が
な
い
と
い
う
点
に
こ
そ
、
そ
の
分
有
古
墳
と
東
大
寺
山
古
墳
被
葬
者
の
同
時
代
性
、
共
時

性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
前
稿
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
方
形
板
革
綴
短
甲
を
副
葬
し
た
古
墳
に
は
、
出
土
状
況
に
類

型
的
様
相
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
古
墳
が
単
に
威
信
財
の
入
手
だ
け
で
は
な
く
、
副
葬
の
仕
方
、
副
葬
の
過
程
の
祭
儀

の
情
報
も
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
し
う
る
こ
と
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。

④
有
樋
型
柳
葉
式
銅
鏃
と
頸
部
に
捩
じ
り
を
持
つ
鉄
鏃

東
大
寺
山
古
墳
か
ら
は
国
内
最
多
の
二
六
一
点
の
銅
鏃
が
出
土
し
て
い
る
。
な
か
で
も
有
樋
形
柳
葉
式
銅
鏃
は
二
二
点
も
出
土
し
て
い

る
が
、
こ
の
型
式
の
銅
鏃
を
出
土
す
る
古
墳
は
極
め
て
少
な
く
、
大
阪
府
柏
原
市
松
岳
山
古
墳
か
ら
三
点
、
京
都
府
向
日
市
長
法
寺
南
原

古
墳
か
ら
二
点
、
園
部
垣
内
古
墳
か
ら
二
点
、
京
都
府
城
陽
市
西
山
古
墳
か
ら
一
点
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
五
古
墳
か
ら
三
〇
点
の
出

土
と
類
例
が
少
な
い
中
、
東
大
寺
山
古
墳
の
二
二
点
と
い
う
卓
越
し
た
出
土
数
は
、
数
的
優
位
性
が
顕
著
で
あ
り
、
東
大
寺
山
古
墳
が
威

信
財
と
し
て
流
通
さ
せ
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
型
式
学
的
に
は
松
岳
山
古
墳
、
長
法
寺
南
原
古
墳
の
二
例
が
精
巧
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で
初
現
期
と
み
ら
れ
て
い
る
の
に
、
東
大
寺
山
古
墳
例
は
粗
雑
で
、
湯
回
り
も
悪
く
、
研
磨
の
仕
上
げ
も
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
ど
う
も
実
際
に
は
流
通
は
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。

頸
部
に
捩
じ
り
を
持
つ
鉄
鏃
に
つ
い
て
は
、
水
野
（
水
野
二
〇
〇
三
）
ら
に
よ
っ
て
、
韓
国
釜
山
市
東
菜
福
泉
洞
古
墳
三
八
号
あ
る
い

は
四
二
号
墳
と
の
強
い
系
譜
上
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
鉄
鏃
も
日
本
で
の
出
土
古
墳
が
三
例
と
極
め
て
少
な
い
中
で
、
東
大

寺
山
古
墳
で
は
三
〇
点
を
こ
え
る
群
を
抜
い
た
出
土
数
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
南
部
の
地
域
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ

を
入
手
し
、
流
通
を
意
図
し
た
の
は
東
大
寺
山
古
墳
で
あ
っ
た
と
思
う
。

⑤
巴
形
銅
器
と
平
根
式
鏃
形
石
製
品

古
墳
時
代
の
巴
形
銅
器
は
、
盾
に
装
着
し
た
呪
具
的
装
飾
で
、
東
大
寺
山
古
墳
で
は
革
製
盾
に
装
着
さ
れ
て
い
た
。
近
畿
地
方
を
中
心

に
列
島
内
の
広
い
地
域
か
ら
合
計
九
四
点
が
出
土
し
て
い
る
（
田
中
晋
作
二
〇
〇
九
）。
大
和
で
は
、
東
大
寺
山
古
墳
か
ら
七
点
、
佐
味
田

宝
塚
古
墳
か
ら
二
点
、
富
雄
丸
山
古
墳
か
ら
一
点
が
出
土
し
、
一
古
墳
か
ら
の
出
土
数
が
多
い
の
は
大
阪
府
藤
井
寺
市
津
堂
城
山
古
墳
の

一
〇
点
で
あ
る
。
朝
鮮
半
島
で
は
、
韓
国
金
海
市
大
成
洞
二
号
墳
か
ら
一
点
、
大
成
洞
一
三
号
墳
か
ら
六
点
、
大
成
洞
二
三
号
墳
か
ら
二

点
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
出
土
地
は
大
成
洞
古
墳
群
に
限
ら
れ
て
い
る
。
大
成
洞
二
号
墳
・
大
成
洞
一
三
号
墳
か
ら
は
鏃
形
石
製
品

も
出
土
（
申
・
金
二
〇
〇
〇
）
し
て
お
り
、
被
葬
者
が
同
じ
時
期
に
入
手
し
た
可
能
性
は
高
い
。

鏃
形
石
製
品
に
つ
い
て
は
、
東
大
寺
山
古
墳
で
は
四
八
点
も
出
土
し
、
メ
ス
リ
山
古
墳
五
〇
点
に
次
ぐ
出
土
数
で
あ
る
。
す
べ
て
緑
色

凝
灰
岩
製
で
あ
り
、
そ
の
形
態
は
多
様
で
柳
葉
式
・
鑿
頭
式
・
平
根
式
と
い
う
す
べ
て
の
型
式
を
含
ん
で
い
る
。
中
で
も
平
根
式
鏃
形
石

製
品
は
四
四
点
を
数
え
、
国
内
出
土
数
の
半
数
を
占
め
（
日
野
二
〇
一
〇
）、
数
的
優
位
性
が
顕
著
で
あ
る
。
国
内
で
平
根
式
を
出
土
し
た

の
は
一
〇
古
墳
に
過
ぎ
ず
、
東
大
寺
山
古
墳
が
流
通
の
主
導
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
（
図
６
）。

奈
良
県
桜
井
市
池
ノ
内
七
号
墳
か
ら
一
四
点
、
京
都
府
相
楽
郡
精
華
町
鞍
岡
山
三
号
墳
か
ら
八
点
の
ほ
か
は
、
青
塚
古
墳
か
ら
三
点
、

園
部
垣
内
古
墳
か
ら
三
点
、
瓦
谷
一
号
墳
か
ら
三
点
、
富
雄
丸
山
古
墳
か
ら
三
点
の
出
土
が
こ
れ
に
つ
ぐ
。
ま
た
、
韓
国
金
海
市
大
成
洞

（
19
）

（
19
）

（
20
）

（
20
）
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二
号
墳
か
ら
二
点
、
大
成
洞
一
三
号
墳
か
ら
七
点
の
出
土
例
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
平
根
式
鏃
形
石
製
品
は
東
大
寺
山
古
墳
が
流
通
を
主

導
し
、
次
代
へ
の
伝
世
の
可
能
性
が
少
な
い
威
信
財
の
一
つ
で
あ
り
、
同
様
の
性
格
を
も
つ
方
形
板
革
綴
短
甲
が
出
土
し
た
園
部
垣
内
古

墳
や
瓦
谷
一
号
墳
と
の
、
古
墳
同
士
の
共
時
性
の
強
さ
が
確
認
で
き
る
。

地
域
豪
族
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
青
塚
古
墳
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
（
犬
山
市
二
〇
〇
一
）。
全
長
一
二
三
メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
で

周
濠
を
も
ち
、
坩
形
石
製
品
を
出
土
し
た
昼
飯
大
塚
古
墳
に
次
ぐ
規
模
の
古
墳
で
あ
る
。
平
根
式
鏃
形
石
製
品
を
有
す
る
ほ
か
、
円
筒
埴

輪
の
透
孔
が
直
交
配
置
で
あ
り
、
赤
色
顔
料
を
塗
布
し
て
い
る
点
な
ど
東
大
寺
山
古
墳
と
の
共
時
性
が
強
い
。
石
製
鏃
と
円
筒
埴
輪
が
出

土
し
た
の
は
方
形
壇
状
の
遺
構
か
ら
で
、
方
形
壇
は
墳
丘
本
体
（
墳
丘
に
は
廻
間
Ⅲ
式
の
土
器
が
包
含
）
に
若
干
遅
れ
て
築
か
れ
た
と
み

ら
れ
て
い
る
。
墳
丘
上
に
は
赤
彩
の
壺
形
埴
輪
を
囲
繞
さ
せ
て
お
り
、
上
殿
古
墳
に
お
け
る
二
重
口
縁
壺
の
配
置
と
の
関
連
が
う
か
が
え

る
。
墳
丘
の
築
造
規
格
に
つ
い
て
は
、
天
理
市
西
殿
塚
古
墳
（
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
）
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
前
政
権
の
規
範

の
も
と
に
築
造
を
開
始
し
、
そ
の
後
、
ソ
フ
政
権
内
の
ワ
ニ
勢
力
と
強
い
関
係
を
持
っ
た
被
葬
者
像
が
推
定
で
き
る
。

ま
た
、
東
大
寺
山
古
墳
が
流
通
の
主
導
を
担
っ
て
い
た
器
物
が
、
対
外
交
渉
・
交
易
の
相
手
国
の
王
墓
か
ら
出
土
し
て
い
る
例
に
改
め

て
注
目
し
て
お
き
た
い
。
金
海
市
大
成
洞
一
三
号
墳
か
ら
出
土
し
た
鏃
形
石
製
品
一
五
点
の
う
ち
七
点
が
平
根
式
で
あ
る
が
、
図
６
の
よ

う
に
腸
抉
り
の
深
い
タ
イ
プ
は
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
大
成
洞
二
号
墳
か
ら
出
土
し
た
平
根
式
鏃
形
石
製
品
三
点
も
東
大
寺
山
古
墳
と
類

似
し
て
い
る
。
大
成
洞
十
三
号
墳
の
陶
質
土
器
は
申
編
年
（
申
二
〇
〇
七
）
Ⅲ
期
（
四
世
紀
第
２
四
半
期
）、
大
成
洞
二
号
墳
は
申
編
年
Ⅳ

期
（
四
世
紀
第
３
四
半
期
）
で
、
暦
年
代
に
つ
い
て
は
ま
だ
学
界
の
一
致
が
み
ら
れ
な
い
が
、
布
留
２
式
期
に
併
行
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
、
東
大
寺
山
古
墳
と
ほ
と
ん
ど
時
期
差
は
な
い
と
思
う
。
さ
ら
に
大
成
洞
一
三
号
墳
で
は
巴
形
銅
器
六
点
、
二
号
墳
で
は
巴
形
銅
器
二

点
と
筒
形
銅
器
二
点
が
出
土
し
て
い
る
。
筒
形
銅
器
は
日
本
列
島
で
七
〇
数
点
、
朝
鮮
半
島
で
も
七
〇
数
点
出
土
し
、
ど
ち
ら
の
地
域
で

創
出
さ
れ
た
か
と
い
う
議
論
の
決
着
を
み
て
い
な
い
威
信
財
で
あ
る
。
た
だ
朝
鮮
半
島
で
の
出
土
地
域
が
大
成
洞
、
良
洞
里
、
福
泉
洞
古

墳
群
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
列
島
で
の
出
土
古
墳
の
広
が
り
と
の
違
い
が
大
き
い
。
列
島
で
は
一
点
ず
つ
出
土
す
る
古

墳
が
多
い
な
か
、
東
大
寺
山
古
墳
と
の
共
時
性
が
強
い
新
沢
五
〇
〇
号
墳
か
ら
出
土
し
た
五
点
の
筒
形
銅
器
は
注
目
す
べ
き
出
土
数
で
あ

（
21
）

（
21
）
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る
。私

は
筒
形
銅
器
は
列
島
産
で
あ
り
、
ソ
フ
政
権
を
構
成
す
る
豪
族
達
が
、
巴
形
銅
器
や
鏃
形
石
製
品
な
ど
と
と
も
に
、
金
海
の
王
と
の

交
易
・
交
渉
時
に
持
参
し
た
贈
答
品
で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
の
さ
ら
な
る
検
証
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
。

（
22
）

（
22
）

図６　鏃形石製品の流通
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●⑬

①〜⑤　東大寺山古墳
⑥　池ノ内７号墳
⑦　園部垣内古墳

⑧　新山古墳
⑨　富雄丸古墳
⑩〜⑬　金海大成洞13古墳
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第
四
章　

政
権
動
向
に
つ
い
て
の
推
察
と
課
題

一
．
伝
世
の
中
止
と
新
政
権

東
大
寺
山
古
墳
が
流
通
を
主
導
し
た
威
信
財
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
入
手
し
た
地
方
豪
族
が
生
前
に
東
大
寺
山
古
墳
と
政
治
的

提
携
を
構
築
し
た
履
歴
の
復
元
を
試
み
て
き
た
。最
後
に
政
権
動
向
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
推
察
と
課
題
に
つ
い
て
の
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
流
通
主
導
豪
族
と
入
手
豪
族
の
共
時
性
を
考
え
る
た
め
に
、「
伝
世
」
と
「
伝
世
の
停
止
」
い
う
問
題
に
ふ
れ
て
お
く
。

筒
形
銅
器
や
、
定
型
化
以
降
の
甲
冑
な
ど
威
信
財
の
供
与
主
体
の
解
明
に
取
り
組
ん
で
き
た
田
中
晋
作
は
、
そ
の
流
通
の
背
景
に
「
三

輪
勢
力
」「
佐
紀
勢
力
」「
河
内
勢
力
」
の
政
権
の
主
導
権
争
い
の
構
図
を
提
示
し
て
い
る
。
前
期
後
半
か
ら
中
期
前
半
に
複
数
の
勢
力
間

に
生
じ
た
主
導
権
を
め
ぐ
る
確
執
や
勢
力
の
盛
衰
と
、
対
外
的
な
関
係
を
関
連
づ
け
た
見
解
は
、
こ
の
時
期
の
威
信
財
論
に
大
き
な
役
割

を
は
た
し
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
私
が
検
証
し
て
き
た
ソ
フ
政
権
の
政
権
動
向
の
枠
組
み
の
解
釈
と
は
異
な
る
部
分
も
多
い
。
そ
の
違
い
は
、「
伝
世
」
の
認

知
で
あ
る
。
田
中
は
、
舶
載
三
角
縁
神
獣
鏡
の
古
式
の
も
の
が
中
期
古
墳
で
出
土
し
て
い
る
例
に
つ
い
て
、
大
和
東
南
部
で
保
管
さ
れ
て

い
た
も
の
を
、
中
期
初
頭
に
生
じ
た
政
治
的
な
必
要
性
の
た
め
に
、
大
和
東
南
部
勢
力
が
地
域
豪
族
に
供
与
し
た
も
の
と
い
う
解
釈
を
示

し
た
（
田
中
晋
作
二
〇
〇
一
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
前
政
権
時
に
入
手
し
て
保
有
し
て
い
た
地
域
勢
力
が
、
伝
世
を
止
め
て
副
葬
し
た
も
の

と
の
反
論
が
あ
る
（
福
永
二
〇
〇
五
）。

東
大
寺
山
古
墳
に
お
い
て
出
土
し
た
、
列
島
外
か
ら
流
通
し
た
と
さ
れ
る
「
中
平
□
年
」
銘
鉄
刀
は
、
粘
土
槨
東
側
に
他
の
青
銅
製
環

頭
大
刀
と
と
も
に
封
入
さ
れ
て
出
土
し
た
。
後
漢
の
中
平
（
一
八
四
～
一
九
〇
年
）
の
年
号
を
示
し
て
い
る
が
、
後
漢
王
朝
か
ら
で
は
な

く
楽
浪
郡
の
実
質
支
配
者
で
あ
っ
た
公
孫
氏
か
ら
の
贈
与
の
可
能
性
や
、
拝
受
し
た
の
は
邪
馬
台
国
卑
弥
呼
だ
っ
た
可
能
性
（
金
関

二
〇
一
〇
）
な
ど
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
政
権
の
枠
組
み
論
か
ら
推
論
す
れ
ば
、
東
大
寺
山
古
墳
被
葬
者
の
前
代
ま
で
は
、
ワ
ニ

系
氏
族
の
盟
主
墓
は
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
に
築
造
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
新
政
権
（
ソ
フ
政
権
）
を
主
導
す
る
ワ
ニ
系
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氏
族
の
盟
主
的
位
置
に
つ
い
た
東
大
寺
山
古
墳
被
葬
者
は
、
古
墳
築
造
地
を
前
政
権
の
王
陵
区
（
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
）
か
ら
自
ら
の
氏

族
勢
力
基
盤
に
移
し
、
前
政
権
下
に
お
い
て
賜
与
さ
れ
た
中
平
銘
鉄
刀
を
、
前
政
権
の
権
威
か
ら
の
脱
却
の
意
図
も
含
め
て
、
数
世
代
に

わ
た
っ
て
い
た
伝
世
を
停
止
し
、
副
葬
し
た
も
の
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
想
定
で
き
る
。
副
葬
さ
れ
た
威
信
財
を
被
葬
者
の
政
治
的
履
歴
と

み
る
な
ら
ば
、
こ
の
中
平
銘
鉄
刀
や
新
山
古
墳
の
帯
金
具
の
よ
う
な
前
政
権
時
に
政
権
主
導
勢
力
か
ら
入
手
し
た
威
信
財
の
伝
世
を
停
止

し
、
副
葬
し
て
し
ま
う
の
は
、
そ
の
保
有
価
値
の
低
下
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
例
を
あ
げ
れ
ば
、
方
形
板
革
綴
短
甲
や
平
根
式
鏃
形
石
製
品
を
入
手
し
た
園
部
垣
内
古
墳
は
、
東
大
寺
山
古
墳
と
極
め
て
共
時

性
の
強
い
古
墳
で
あ
り
、
サ
キ
勢
力
か
ら
も
倭
製
新
式
鏡
（
倭
製
鏡
Ⅲ
段
階
）
を
入
手
し
て
い
る
が
、
埋
葬
時
に
は
古
式
三
角
縁
神
獣
鏡

の
伝
世
を
停
止
し
と
も
に
副
葬
し
て
い
る
。
若
八
幡
宮
古
墳
も
方
形
板
革
綴
短
甲
を
入
手
し
つ
つ
、
埋
葬
時
に
は
古
式
の
三
角
縁
神
獣
鏡

（
Ｂ
）
の
伝
世
を
停
止
し
副
葬
し
て
お
り
、
同
じ
く
御
所
市
鴨
都
波
1
号
墳
も
方
形
板
革
綴
短
甲
を
入
手
し
、
埋
葬
時
に
は
伝
世
し
て
い

た
三
角
縁
神
獣
鏡
Ｃ
と
と
も
に
副
葬
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
新
沢
五
〇
〇
号
墳
も
方
形
板
革
綴
短
甲
、
坩
形
石
製
品
を
入
手
し
た

古
墳
で
あ
る
が
、
副
葬
し
て
い
た
倭
製
方
格
規
矩
鏡
は
、
文
様
・
大
き
さ
と
も
新
山
古
墳
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ソ
フ
政
権
内
の

ワ
ニ
系
以
外
の
他
勢
力
主
導
の
威
信
財
も
入
手
し
て
関
係
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伝
世
（
そ
の
勢
力
の
盟
主
が
入
手
後
、
代
々
保
有
）
し
て
き
た
三
角
縁
神
獣
鏡
を
、
ソ
フ
政
権
下
に
お
い
て
伝
世
を
中

止
し
副
葬
し
た
園
部
垣
内
古
墳
、
富
雄
丸
山
古
墳
、
鴨
都
波
一
号
墳
は
、
東
大
寺
山
古
墳
と
最
も
共
時
性
・
親
縁
性
の
強
い
被
葬
者
達
で

あ
り
、
こ
の
時
期
（
布
留
２
式
）
で
伝
世
を
中
止
し
た
意
図
・
状
況
こ
そ
重
要
で
あ
る
。
副
葬
品
と
い
う
も
の
は
、
第
二
章
で
整
理
し
た

よ
う
に
、
古
墳
被
葬
者
の
政
治
的
履
歴
で
あ
り
、
伝
世
さ
れ
て
き
た
も
の
を
停
止
し
副
葬
す
る
こ
と
も
履
歴
と
し
て
解
釈
し
て
い
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。

筒
形
銅
器
と
巴
形
銅
器
の
共
伴
関
係
を
詳
細
に
検
討
し
た
田
中
晋
作
は
、「
佐
紀
勢
力
と
関
係
の
深
い
諸
勢
力
で
は
、
上
位
層
で
は
巴

形
銅
器
や
石
製
模
造
品
が
副
葬
さ
れ
る
の
に
、
下
位
層
で
は
筒
形
銅
器
や
鉄
製
短
甲
を
含
む
組
み
合
わ
せ
と
し
て
整
っ
た
武
器
が
副
葬
さ

れ
て
い
る
」
と
み
て
い
る
（
田
中
晋
作
二
〇
〇
九
）。
こ
の
解
釈
で
は
東
大
寺
山
古
墳
な
ど
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
ま
た
新
沢
五
〇
〇
号
墳
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や
滋
賀
県
安
土
瓢
箪
山
古
墳
の
よ
う
に
筒
形
銅
器
と
方
形
板
革
綴
短
甲
が
共
伴
し
て
い
る
例
を
、
下
位
層
の
組
み
合
わ
せ
と
位
置
付
け
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
第
二
章
で
示
し
た
よ
う
に
「
入
手
の
契
機
の
ず
れ
」
に
よ
っ
て
、
副
葬
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
の
違
い
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
も
想
定
す
べ
き
で
あ
る
。

東
大
寺
山
古
墳
が
入
手
し
て
い
な
い
威
信
財
は
筒
形
銅
器
、
石
製
模
造
品
で
あ
る
。
田
中
に
よ
っ
て
筒
形
銅
器
と
石
製
模
造
品
は
共
伴

し
な
い
と
い
う
特
徴
に
あ
て
は
ま
る
古
墳
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
は
、
ソ
フ
政
権
の
最
高
位
に
就
い
た
ワ
ニ
系
氏
族
群
盟
主
で
あ
り
、
同

時
に
サ
キ
勢
力
の
盟
主
で
も
あ
る
佐
紀
陵
山
古
墳
（
側
近
が
マ
エ
塚
）、
ワ
ニ
系
氏
族
群
の
ワ
ニ
勢
力
盟
主
の
東
大
寺
山
古
墳
、
ソ
フ
政

権
の
中
枢
構
成
豪
族
で
あ
る
馬
見
地
域
を
勢
力
基
盤
に
も
つ
盟
主
の
新
山
古
墳
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
政
権
維
持
の
規
範
と
し
て
の
威
信
財

を
流
通
さ
せ
て
各
地
域
の
豪
族
（
氏
族
群
盟
主
）
と
、
連
携
を
図
っ
た
動
き
が
想
定
で
き
よ
う
。

二
．
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
の
被
葬
者
像

「
政
権
」
最
高
位
に
あ
っ
た
ソ
フ
政
権
の
氏
族
集
団
た
る
ワ
ニ
系
氏
族
集
団
（
文
献
上
の
系
譜
で
は
同
一
氏
族
の
分
枝
氏
族
）
の
盟
主

層
の
一
人
が
東
大
寺
山
古
墳
被
葬
者
で
あ
り
、
政
権
最
高
位
に
就
い
た
サ
キ
勢
力
の
盟
主
佐
紀
陵
山
古
墳
に
先
行
す
る
こ
と
、
政
権
を
に

な
う
同
族
の
盟
主
と
し
て
、
複
数
の
威
信
財
の
流
通
を
主
導
し
て
き
た
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
さ
ら
に
推
論
を
重
ね
る
こ
と
に

な
る
が
、
ま
ず
は
前
政
権
の
王
陵
墓
域
で
あ
る
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
と
東
大
寺
山
古
墳
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
初
期
の
大
王
墓
が
継
続
し
て
築
造
さ
れ
た
古
墳
群
で
あ
り
、
箸
中
古
墳
群
（
纏
向
古
墳
群
）、

柳
本
古
墳
群
、
大
和
古
墳
群
を
括
っ
た
表
記
で
あ
る
。
南
北
四
㎞
、
東
西
一
・
五
㎞
の
範
囲
に
、
大
王
墓
級
の
大
形
前
方
後
円
墳
四
基
と
、

約
四
〇
基
の
前
方
後
円
墳
・
前
方
後
方
墳
が
築
造
さ
れ
て
い
る
。

オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
に
つ
い
て
は
、
そ
の
権
力
構
造
や
系
譜
に
つ
い
て
の
論
考
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
広
瀬
は
「
複
数
の
首

長
が
数
代
に
わ
た
っ
て
古
墳
を
造
営
し
た
累
積
＝
複
数
系
列
型
古
墳
群
」
で
構
成
さ
れ
、「
前
方
後
円
墳
相
互
に
格
差
が
み
ら
れ
る
」
タ

イ
プ
で
あ
る
と
し
、
古
市
古
墳
群
の
「
墳
形
・
墳
丘
規
模
・
内
部
構
造
な
ど
あ
ら
ゆ
る
要
素
に
お
い
て
格
差
が
み
ら
れ
る
」
タ
イ
プ
と
の

（
23
）

（
23
）

（
24
）

（
24
）

（
25
）

（
25
）
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相
違
も
指
摘
（
広
瀬
一
九
八
七
）
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
か
ら
、オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
が
王
権
を
構
成
す
る
複
数
の
有
力
集
団
（
氏

族
集
団
）
と
、
彼
ら
に
累
代
的
に
推
戴
さ
れ
た
「
大
王
」
の
共
同
墓
域
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
賛
同
し
た
い
。
だ
が
、
有
力
集
団
の
来
歴

に
つ
い
て
は
、
在
地
勢
力
の
結
集
と
み
る
説
と
、
列
島
西
半
部
の
各
地
の
勢
力
が
奈
良
盆
地
東
南
部
に
結
集
し
た
と
み
る
説
の
二
つ
の
見

解
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
在
地
勢
力
説
の
中
で
も
、「
初
瀬
川
に
よ
る
水
利
を
生
産
基
盤
と
し
て
結
び
つ
い
た
勢
力
」（
伊
達

一
九
九
九
）、「
奈
良
盆
地
の
各
地
域
に
お
い
て
少
宇
宙
を
有
し
て
い
た
首
長
が
特
定
の
要
因
に
も
と
づ
い
て
古
墳
を
同
一
の
地
域
に
結
集

さ
せ
た
も
の
」（
広
瀬
二
〇
〇
七
）
な
ど
の
諸
見
解
が
み
ら
れ
、
検
討
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
式
の
三
角
縁
神
獣
鏡
に
つ
い
て
は
、
地
域
で
最
初
に
築
か
れ
た
首
長
墳
に
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
古
墳
を
用
い
て
そ
れ

ら
を
副
葬
す
る
と
い
う
葬
送
儀
礼
の
採
用
が
遅
れ
た
と
い
う
解
釈
（
福
永
二
〇
〇
八
）
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
古
墳
の
地
域
で
も
布
留
1

式
期
に
は
、
古
式
三
角
縁
神
獣
鏡
を
有
す
る
古
墳
が
築
造
さ
れ
ず
、
前
政
権
か
ら
の
伝
世
品
を
布
留
２
式
の
時
期
に
副
葬
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
東
大
寺
山
古
墳
が
属
す
る
ワ
ニ
系
氏
族
集
団
の
前
代
の
盟
主
も
、
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
内

に
古
墳
を
築
造
し
、
東
大
寺
山
古
墳
の
世
代
以
降
は
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
内
で
の
築
造
を
停
止
し
、
本
貫
の
地
域
（
ソ
フ
の
領
域
）
に
そ

れ
ぞ
れ
が
築
造
し
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
ソ
フ
地
域
や
馬
見
地
域
の
勢
力
を
「
新
興
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

今
ひ
と
つ
、
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、「
次
代
の
王
が
主
宰
し
た
と
み
ら
れ
る
大
王
墓
が
、
離
れ
た
古
墳
群
間
に
築
造
さ
れ
、
時
期
的

に
重
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
い
ま
だ
検
証
が
不
十
分
で
は
あ
る
こ
と
を
お
そ
れ
ず
に
一
つ
の
答
え
を
用
意
す

る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
、
王
の
推
戴
や
王
墓
の
築
造
地
を
選
定
し
た
の
は
、
政
権
最
高
位
を
掌
握
し
た
氏
族
群
の
盟
主
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
論
で
あ
る
。
大
王
墓
を
築
造
し
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
視
角
的
な
権
力
誇
示
こ
そ
が
そ
れ
を
主
導
す
る
政
権
最

高
権
力
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
政
治
行
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
そ
の
過
程
を
推
察
し
て
み
よ
う
。
ソ
フ
政
権
の
最
高
位
に
就
い
た
氏
族
群
盟
主
の
勢
力
基
盤
に
築
造
さ
れ
て
い
た
大
前
方
後

円
墳
（
大
王
墓
）
に
王
が
死
ん
で
埋
葬
さ
れ
る
前
に
、ソ
フ
政
権
の
最
高
位
権
力
者
の
交
替
が
あ
っ
た
と
す
る
。
次
の
新
政
権
中
枢
の
ト
ッ

（
26
）

（
26
）

（
27
）

（
27
）

（
28
）

（
28
）

（
29
）

（
29
）
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プ
に
就
い
た
氏
族
群
の
盟
主
（
津
堂
城
山
古
墳
の
被
葬
者
を
想
定
）
が
古
市
を
王
陵
区
と
定
め
、
自
ら
の
古
墳
を
築
造
す
る
と
と
も
に
、

推
戴
し
た
大
王
墓
（
仲
津
山
古
墳
二
九
〇
ｍ
）
の
築
造
を
開
始
し
た
と
い
う
手
順
で
あ
る
。
埴
輪
編
年
Ⅲ
期
の
開
始
と
古
市
古
墳
群
の
仲

津
山
古
墳
の
埴
輪
の
所
属
時
期
が
一
致
す
る
と
い
う
見
解
（
廣
瀬
二
〇
〇
九
）
も
そ
の
証
左
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
仮
説
の

域
を
で
な
い
が
、
佐
紀
古
墳
群
と
古
市
古
墳
群
の
大
王
墓
の
時
期
的
重
な
り
が
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
津

堂
城
山
古
墳
が
政
権
最
高
位
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
馬
見
地
域
の
勢
力
（
津
堂
城
山
古
墳
と
同
形
同
規
模
の
巣
山
古
墳
）、
ワ
ニ
勢
力
（
赤

土
山
古
墳
）
な
ど
の
盟
主
層
も
と
も
に
新
政
権
に
参
画
し
、
威
信
財
の
流
通
も
担
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
が
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
規
範
と

し
て
、
大
王
墓
は
同
時
期
の
最
大
前
方
後
円
墳
で
あ
る
と
い
う
墳
丘
規
範
は
、
六
世
紀
ま
で
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
河
内
・
和
泉
へ
の
王
陵
区
（
大
王
墓
群
）
の
移
動
に
つ
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
情
勢
、
特
に
朝
鮮
半
島
南
部
諸
国
と
の
交
易
重
視

政
策
に
と
も
な
う
ヤ
マ
ト
政
権
の
「
戦
略
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
東
大
寺
山
古
墳
の
時
期
に
は
軍
事
的
な
目
的
に
よ
る
半
島

へ
の
派
遣
な
ど
は
想
定
し
て
い
な
い
。
奈
良
盆
地
内
部
に
本
拠
地
＝
宮
を
置
き
な
が
ら
も
、
対
外
交
易
の
た
め
の
河
内
で
の
拠
点
展
開
の

必
要
性
や
、
ウ
オ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
に
お
け
る
巨
大
大
前
方
後
円
墳
の
造
営
に
よ
る
示
威
的
な
王
陵
墓
域
の
形
成
を
目
的
と
し
た
も
の
と

考
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
背
景
に
は
金
海
・
釜
山
な
ど
の
洛
東
江
河
口
臨
海
域
の
港
津
を
ま
じ
か
に
み
る
地
に
築
造
さ
れ
た
大
成
洞
古
墳

群
や
福
泉
洞
古
墳
群
な
ど
の
王
墓
群
の
影
響
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

文
献
史
料
上
は
「
旧
王
家
」
と
の
系
譜
に
よ
っ
て
、
王
に
推
戴
さ
れ
る
資
格
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
六
世
紀
に
な
る
ま
で
は
、

血
統
継
承
が
確
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
政
権
の
最
高
位
に
就
い
た
氏
族
集
団
の
盟
主
が
、
大
王
推
戴
の
主
導
権
を
握
る
と
と
も
に
、

婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
も
結
び
つ
き
を
強
め
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
文
献
史
料
に
よ
る
推
測
で
し
か
な
い
。
古
墳
時
代
前
期
に
お
い
て
は
大

王
位
の
血
統
継
承
の
可
能
性
が
な
い
状
況
で
、
婚
姻
関
係
や
外
戚
的
地
位
が
政
治
的
な
権
力
掌
握
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は
疑

問
で
も
あ
る
。

最
後
に
、
政
権
と
地
域
豪
族
と
の
関
係
解
明
の
課
題
と
方
向
性
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
地
域
に
お
い
て
畿
内
的
な
も
の
の
出
現

の
ず
れ
を
畿
内
勢
力
の
動
向
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
し
、
そ
の
時
々
の
政
権
の
動
き
に
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
、
各
地
域
の
古

（
30
）

（
30
）
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墳
動
向
の
詳
細
な
研
究
か
ら
積
極
的
に
構
築
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
北
陸
の
古
墳
時
代
の
王
権
と
地
域
社
会
に
つ
い
て
論

じ
た
伊
藤
雅
文
は
、
潟
を
介
す
る
水
上
交
通
の
盛
衰
に
よ
っ
て
、
潟
に
活
動
の
中
心
が
あ
る
集
団
の
重
要
性
が
変
化
し
、
潟
の
古
墳
築
造

が
一
貫
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
に
「
外
部
勢
力
」
と
の
か
か
わ
り
を
推
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
外
部
勢
力
」

と
は
畿
内
な
の
か
と
問
い
か
け
、
中
間
勢
力
の
介
在
し
た
可
能
性
も
想
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
地
域
社
会
が
倭
王
権
を
構
成
す
る
ど

の
部
分
と
結
び
つ
く
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る（
伊
藤
二
〇
〇
八
）。
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。「
畿
内
中
枢
」

と
言
う
よ
う
な
把
握
で
は
な
く
、
本
稿
で
し
め
し
た
よ
う
な
枠
組
み
に
基
づ
い
て
、
政
権
主
導
氏
族
群
を
構
成
し
た
古
墳
が
流
通
さ
せ
た

威
信
財
（
情
報
も
含
む
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
入
手
し
た
地
域
豪
族
と
の
共
時
性
を
重
要
視
し
た
ミ
ク
ロ
的
な
手
法
に
よ
る
流
通
主
体
の

具
体
像
の
抽
出
が
追
究
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
と
政
権
に
つ
い
て
、
そ
の
概
念
の
整
理
と
使
い
わ
け
る
必
要
性
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
お
け

る
政
権
構
造
の
解
明
の
た
め
に
、
東
大
寺
山
古
墳
を
事
例
に
あ
げ
て
、
威
信
財
流
通
の
主
導
古
墳
の
抽
出
を
試
み
た
。
西
晋
の
滅
亡
後
に

一
挙
に
加
速
し
た
朝
鮮
半
島
南
部
の
金
海
の
王
と
の
交
易
・
交
渉
を
担
っ
た
前
期
Ⅱ
段
階
（
布
留
２
式
）
の
ソ
フ
政
権
に
お
い
て
、
政
権

最
高
位
に
就
い
た
サ
キ
勢
力
の
同
系
氏
族
群
の
ワ
ニ
勢
力
盟
主
と
し
て
、
東
大
寺
山
古
墳
も
い
く
つ
か
の
威
信
財
の
流
通
を
主
導
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
副
葬
品
の
型
式
学
的
組
列
に
よ
る
古
墳
の
編
年
で
は
政
権
動
向
は
解
明
で
き
な
い
こ
と
、
共
時
性
と
い
う
、
威
信

財
の
授
受
の
時
期
と
契
機
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
権
の
実
像
が
読
み
解
け
る
可
能
性
を
示
し
た
が
、
不
十
分
な
論
証
で
あ
る
こ
と

は
否
め
ず
、
さ
ら
に
多
く
の
政
権
側
と
地
域
豪
族
の
事
例
の
実
証
的
検
証
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
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［
註
］

（
１
）
た
と
え
ば
高
橋
は
、
奈
良
盆
地
内
で
の
変
容
を
勢
力
の
交
替
に
よ
る
も
の
と
し
、
旧
勢
力
は
三
角
縁
神
獣
鏡
に
か
わ
っ
て
碧
玉
製
腕
飾
類
を
配
布
し
つ

づ
け
て
い
た
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
新
勢
力
は
朝
鮮
半
島
交
渉
が
激
化
し
、
盆
地
東
南
部
以
外
に
佐
紀
古
墳
群
を
は
じ
め
と
す
る
二
〇
〇
ｍ
級
の
前
方
後

円
墳
を
造
営
す
る
段
階
と
し
て
い
る
（
高
橋
二
〇
〇
九
）。
ま
た
福
永
は
、
①
弥
生
終
末
期
に
大
和
（
大
和
東
南
部
：
著
者
注
）
と
中
・
南
河
内
が
政
権
の

主
導
権
を
共
有　

②
古
墳
が
出
現
す
る
前
夜
に
お
い
て
、
河
内
平
野
南
部
の
勢
力
が
政
権
中
枢
か
ら
離
脱
し
て
非
主
流
派
に
転
ず
る
変
動
③
前
期
後
半
に

は　

新
式
神
獣
鏡
や
半
島
南
部
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
武
具
な
ど
の
副
葬
品
で
つ
な
が
る
首
長
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
。
そ
の
核
は
大
和
盆
地
北
部
・

河
内
平
野
を
拠
点
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
い
う
動
向
を
の
べ
て
い
る
。（
福
永
二
〇
一
一
）

（
２
）
白
石
は
、
四
世
紀
末
の
大
和
・
河
内
連
合
、
す
な
わ
ち
ヤ
マ
ト
王
権
の
中
で
、
河
内
の
勢
力
が
大
和
の
勢
力
に
替
っ
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
握
っ
た
が
、「
王

権
」
を
継
承
す
る
に
は
、
大
和
の
旧
王
家
と
婚
姻
関
係
を
結
び
、
入
り
婿
の
形
で
、
そ
の
呪
術
・
宗
教
的
系
譜
に
つ
な
が
る
必
要
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
五
世
紀
以
降
に
大
王
に
近
侍
し
て
そ
の
執
政
を
援
け
、
和
泉
の
大
王
家
を
支
え
た
の
は
伴
造
の
大
伴
氏
（
和
泉
北
部
の
海
岸
地
域
に
地
域
的
基
盤
）、

河
内
の
大
王
家
を
支
え
た
物
部
氏
（
河
内
湖
南
側
河
内
中
部
）
で
あ
り
、
河
内
と
和
泉
の
王
家
は
、
と
も
に
大
王
の
地
位
に
つ
い
た
の
で
、
氏
の
名
前
は

残
ら
な
か
っ
た
が
、
王
家
に
か
わ
っ
て
、
二
つ
の
王
家
の
存
在
を
物
語
る
の
が
こ
の
二
つ
の
伴
造
豪
族
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。
さ
ら
に
、
五
世
紀
後
半

以
降
の
大
王
は
、
権
威
の
伸
長
に
比
し
て
す
で
に
そ
の
在
地
性
を
失
っ
て
い
た
と
の
べ
て
い
る
（
白
石
二
〇
〇
九
）。
五
世
紀
後
半
以
降
に
王
家
が
在
地
性

を
喪
失
す
る
と
い
う
解
釈
も
含
め
、
私
の
検
証
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
触
れ
な
か
っ
た
古
市
古
墳
群
・
百
舌
鳥
古
墳
群
を
形
成
し
た
政
権

の
来
歴
も
含
め
、
稿
を
改
め
て
再
考
し
た
い
。

（
３
）
古
代
史
で
は
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
は
『
記
紀
』
か
ら
導
か
れ
た
崇
神
天
皇
（
ハ
ツ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
）
か
ら
を
指
し
、
王
宮
の
所
在
地
に
そ
れ

が
反
映
し
て
お
り
、
考
古
学
的
に
も
画
期
が
見
い
だ
せ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
（
吉
村
二
〇
〇
〇
）。

（
４
）
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
大
和
北
部
勢
力
を
佐
紀
勢
力
と
呼
称
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
見
解
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
、

あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
を
使
用
し
て
お
く
。

（
５
）
寺
沢
薫
は
東
大
寺
山
古
墳
を
山
辺
大
共
同
体
の
首
長
で
あ
る
可
能
性
を
披
歴
し
な
が
ら
も
、「
山
辺
」
大
地
域
内
に
お
け
る
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
の
階
級
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的
隔
絶
性
に
は
、
弥
生
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
領
域
と
地
域
権
力
と
の
相
関
を
示
す
一
般
的
論
理
が
適
用
で
き
ず
、
東
大
寺
山
古
墳
被
葬
者
像
に

地
域
首
長
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
込
め
な
い
と
し
、
ワ
ニ
氏
と
の
関
わ
り
で
論
じ
る
こ
と
へ
疑
義
を
提
示
し
て
い
る
（
寺
沢
薫
二
〇
一
一
）。

（
６
）
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
で
は
、
Ⅰ
段
階
の
Ａ
級
墳
が
累
代
的
に
築
造
さ
れ
て
い
る
（
下
垣
二
〇
一
一
）。

（
７
）
ワ
ニ
勢
力
内
に
も
、
上
殿
古
墳
を
中
心
と
し
た
和
爾
古
墳
群
や
東
大
寺
山
古
墳
を
中
心
と
し
た
東
大
寺
山
古
墳
群
な
ど
の
複
数
の
群
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
ワ
ニ
勢
力
の
Ⅱ
段
階
で
の
盟
主
が
東
大
寺
山
古
墳
で
あ
る
。

（
８
）
こ
の
階
層
構
造
を
も
っ
た
墳
形
規
範
は
、
前
段
階
の
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
で
は
、
行
燈
山
古
墳
と
天
神
山
古
墳
、
あ
る
い
は
渋
谷
向
山
古
墳
と
上
ノ
山

古
墳
と
い
う
よ
う
に
両
者
と
も
前
方
後
円
墳
で
、
墳
丘
規
模
に
よ
る
階
層
性
の
表
示
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）
時
期
的
に
は
、
仿
製
三
角
縁
神
獣
鏡
の
出
現
を
3
期
と
す
る
見
方
が
一
般
化
（
森
下
二
〇
〇
五
）
し
て
お
り
、
円
筒
埴
輪
編
年
Ⅰ
期
の
下
限
も
３
期
に
併

行
さ
せ
る
理
解
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

（
10
）
櫛
山
古
墳
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
鐘
方
の
い
う
鰭
・
ス
カ
シ
穴
か
ら
１
期
５
段
階
と
し
、
定
型
的
な
器
材
形
埴
輪
の
出
現
が
遡
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
（
鐘
方
二
〇
〇
三
）。

（
11
）
高
橋
は
Ⅱ
群
埴
輪
に
つ
い
て
、
Ⅰ
群
埴
輪
の
あ
り
方
を
踏
襲
し
な
が
ら
時
期
的
に
か
さ
な
っ
て
出
現
す
る
こ
と
、
鰭
付
円
筒
埴
輪
を
上
位
に
お
く
生
産

体
制
で
あ
る
こ
と
、
比
較
的
短
期
間
で
衰
退
し
、
表
裏
の
関
係
で
Ⅲ
群
が
登
場
す
る
と
そ
の
特
徴
を
あ
げ
て
い
る
（
高
橋
二
〇
〇
九
）。
森
下
は
Ⅱ
群
埴
輪

を
持
つ
古
墳
は
、
Ⅰ
群
埴
輪
を
有
す
る
古
墳
群
と
は
別
の
地
域
で
築
造
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
同
じ
地
で
継
続
す
る
古
墳
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
か
ら
、
そ

れ
を
地
域
と
中
央
の
政
治
関
係
の
変
化
が
大
き
か
っ
た
こ
と
の
反
映
と
み
て
い
る
（
森
下
二
〇
〇
九
）。

（
12
）
た
だ
し
、
埴
輪
様
式
の
画
期
と
大
形
古
墳
群
の
築
造
開
始
時
期
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
ち
な
み
に
埴
輪
Ⅲ
期
の
開

始
は
仲
津
山
古
墳
の
時
期
に
あ
た
り
、
古
市
古
墳
群
の
初
現
の
津
堂
城
山
古
墳
に
後
続
す
る
古
墳
で
あ
る
（
廣
瀬
二
〇
一
二
）。

（
13
）「
匙
式
」
と
「
二
凹
式
」
は
明
ら
か
に
遅
れ
て
出
現
す
る
こ
と
か
ら
、
上
限
の
設
定
は
可
能
で
あ
る
。

（
14
）
同
工
品
の
分
布
を
三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
有
論
と
同
様
の
位
置
づ
け
は
で
き
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
鐘
方
二
〇
一
二
）。

（
15
）
大
和
で
は
、
石
製
品
の
製
作
地
は
桜
井
市
上
ノ
庄
遺
跡
（
布
留
２
～
３
期
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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（
16
）
鶴
山
丸
山
古
墳
は
円
墳
で
は
あ
る
が
、
規
模
は
富
雄
丸
山
古
墳
に
近
い
。

（
17
）こ
の
革
綴
短
甲
を
模
し
た
と
思
わ
れ
る
東
大
寺
山
古
墳
出
土
の
甲
冑
形
埴
輪
に
、覆
輪
の
表
現
を
し
た
可
能
性
の
あ
る
破
片
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う（
高

橋
二
〇
一
〇
）。

（
18
）
Ⅱ
群
埴
輪
の
な
か
の
「
斉
一
性
の
高
い
鰭
付
円
筒
埴
輪
」
は
、
Ⅰ
群
埴
輪
が
継
続
し
て
い
る
間
に
創
出
さ
れ
て
消
え
、
短
期
間
の
限
定
的
に
使
用
さ
れ

た
埴
輪
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
鰭
付
円
筒
埴
輪
は
園
部
垣
内
古
墳
で
は
方
形
板
皮
綴
短
甲
Ａ
、
新
沢
五
〇
〇
号
古
墳
で
は
方
形
板
革
綴
短
甲
Ｃ
と
そ
れ
ぞ

れ
共
伴
し
て
い
る
。 

（
19
）
東
大
寺
山
古
墳
の
棺
外
西
群
か
ら
出
土
し
た
有
茎
の
鑿
頭
式
鏃
形
石
製
品
の
三
点
は
、
メ
ス
リ
山
古
墳
と
同
様
に
矢
柄
を
装
着
し
、
他
の
銅
鏃
と
と
も

に
副
葬
さ
れ
て
い
る
。棺
内
出
土
の
鑿
頭
式
石
製
鏃
が
矢
柄
を
装
着
せ
ず
単
体
で
あ
る
の
と
は
異
な
る
扱
い
で
、石
山
古
墳
や
尼
塚
三
号
墳
も
単
体
で
あ
る
。

矢
柄
装
着
は
メ
ス
リ
山
古
墳
以
来
の
伝
統
を
ひ
く
副
葬
形
態
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
北
山
二
〇
〇
八
）

（
20
）
池
ノ
内
七
号
墳
は
、
メ
ス
リ
山
古
墳
に
近
接
し
た
池
ノ
内
古
墳
群
内
の
小
円
墳
（
直
径
一
三
ｍ
）
で
あ
る
。
二
基
の
木
棺
の
一
つ
に
素
環
刀
鉄
刀
等
と

と
も
に
棺
内
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
が
、
池
ノ
内
古
墳
群
の
被
葬
者
像
は
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
21
）
土
師
器
（
布
留
２
式
）
と
Ⅳ
期
の
陶
質
土
器
が
韓
国
昌
原
市
巨
済
鵝
州
洞
一
四
八
五
番
地
遺
跡
の
住
居
跡
（
焼
失
家
屋
）
か
ら
共
伴
し
て
出
土
し
て
い

る
例
が
あ
る
。
別
稿
に
て
詳
細
を
報
告
す
る
。

（
22
）
福
永
は
朝
鮮
半
島
の
倭
系
副
葬
品
は
、
土
産
品
的
な
倭
の
珍
品
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
（
福
永
二
〇
〇
五
）。

（
23
）
巴
形
銅
器
と
石
製
模
造
品
の
共
伴
古
墳
は
、
佐
味
田
宝
塚
古
墳
と
富
雄
丸
山
古
墳
、
石
製
模
造
品
を
も
つ
古
墳
に
は
ソ
フ
地
域
の
佐
紀
陵
山
古
墳
や
富

雄
丸
山
古
墳
、
馬
見
地
域
の
佐
味
田
宝
塚
古
墳
や
新
山
古
墳
、
島
の
山
古
墳
が
あ
る
。
馬
見
地
域
の
勢
力
を
い
か
に
と
ら
え
る
か
が
未
だ
課
題
で
あ
る
が
、

私
は
古
代
の
葛
城
地
域
の
政
治
連
合
の
一
角
を
し
め
た
勢
力
と
想
定
し
て
い
る
。

（
24
）「
佐
紀
陵
山
型
」
と
し
て
地
方
豪
族
に
採
用
さ
れ
る
築
造
規
格
は
、
政
権
規
範
と
し
て
威
信
財
と
同
じ
よ
う
に
流
通
し
た
も
の
で
、
築
造
規
格
の
流
通
主

導
は
政
権
最
高
位
者
が
掌
握
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
25
）
政
権
内
の
同
系
氏
族
群
で
も
そ
の
授
受
は
あ
り
、
た
と
え
ば
マ
エ
塚
古
墳
は
東
大
寺
山
古
墳
か
ら
坩
形
石
製
品
を
入
手
し
て
い
る
。
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（
26
）
在
地
勢
力
だ
け
で
は
な
い
と
み
る
説
は
、「
大
形
前
方
後
円
墳
を
集
中
的
に
築
造
し
て
い
る
王
権
を
支
え
る
中
枢
諸
勢
力
は
、
弥
生
時
代
以
来
の
奈
良
盆

地
の
諸
領
域
と
生
産
地
を
背
景
に
成
長
し
て
き
た
勢
力
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
要
衝
に
布
陣
さ
れ
た
側
近
集
団
の
可
能
性
、
部
族
的
国
家
・
王
（
の
ち
の

氏
族
）
で
あ
る
」（
寺
沢
薫
二
〇
一
一
）
と
い
う
。

（
27
）
埴
輪
の
様
式
か
ら
み
る
と
、
廣
瀬
覚
は
、
埴
輪
編
年
Ⅱ
期
古
相
の
時
期
に
は
、
大
和
東
南
部
と
北
部
に
巨
大
古
墳
が
並
存
し
、
オ
オ
ヤ
マ
ト
古
墳
群
内

の
上
の
山
古
墳
の
鰭
付
円
筒
埴
輪
の
底
部
高
や
突
帯
間
隔
が
、
大
和
川
水
系
で
つ
な
が
る
八
尾
市
萱
振
一
号
墳
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
八
尾
市
萱
振
一

号
墳
は
東
南
部
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
廣
瀬
二
〇
一
二
）、
三
世
紀
代
の
纒
向
遺
跡
と
八
尾
市
中
田
遺
跡
群
と
の
強
い
関
係
性
か
ら
み

れ
ば
、
十
分
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
28
）
私
は
盟
主
墳
の
築
造
は
寿
墓
で
あ
り
、
王
位
や
政
権
中
枢
最
高
位
に
就
い
た
時
か
ら
築
造
を
開
始
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
29
）
ソ
フ
政
権
の
前
政
権
で
は
、
行
燈
山
古
墳
（
三
六
〇
ｍ
）
に
続
い
て
、
渋
谷
向
山
古
墳
（
三
〇
二
ｍ
・
大
王
墓
）
が
築
造
さ
れ
る
が
、
渋
谷
向
山
古
墳

と
佐
紀
陵
山
古
墳
（
二
〇
八
ｍ
）
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
王
墓
は
オ
オ
ヤ
マ
ト
に
築
造
さ
れ
て
い
る
時
、次
の
政
権
ト
ッ

プ
は
佐
紀
陵
山
古
墳
を
築
造
し
て
い
た
と
想
定
で
き
よ
う
。

（
30
）
岸
本
直
文
が
示
し
た
神
聖
王
と
執
政
王
と
い
う
概
念
に
よ
る
大
形
前
方
後
円
墳
の
二
系
列
の
想
定
に
つ
い
て
は
（
岸
本
二
〇
〇
八
）、
大
胆
な
仮
説
で
あ

る
が
、
古
墳
の
築
造
時
期
や
神
聖
王
と
執
政
王
の
出
自
・
継
承
に
つ
い
て
の
論
証
に
疑
問
が
残
る
。
今
後
の
活
発
な
論
争
を
期
待
し
た
い
が
、
も
し
複
数

系
列
を
認
め
、
そ
の
意
味
を
本
稿
の
枠
組
み
か
ら
導
き
出
す
と
す
れ
ば
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
大
王
が
神
聖
王
、
政
権
の
最
高
位
が
執
政
王
と
い
う
位
置
づ
け

に
な
る
。

 

　

ま
た
、
文
献
史
料
の
解
読
に
よ
っ
て
倉
西
裕
子
が
提
案
し
た
『
書
紀
』
の
紀
年
と
実
年
代
と
の
関
係
に
お
け
る
多
列
構
造
説
は
、
私
の
持
つ
一
元
的
な

王
統
系
譜
論
へ
の
疑
義
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
仮
説
で
あ
る
（
倉
西
二
〇
〇
三
）。
私
の
推
察
す
る
「
政
権
が
大
王
を
推
戴
す
る
。
政
権
最
高
位
の
盟
主
が

大
王
墓
の
築
造
を
主
導
す
る
。
政
権
最
高
位
の
氏
族
集
団
が
交
替
し
な
が
ら
も
ヤ
マ
ト
王
権
下
に
豪
族
が
結
集
し
て
い
る
」
と
い
う
構
造
が
、
古
墳
時
代

を
通
し
て
保
た
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
倉
西
が
導
き
出
し
た
四
つ
の
系
列
は
、
四
つ
の
政
権
が
担
い
だ
王
の
紀
年
が
『
書
紀
』
の
多
列
構
造
に
反
映
し
て
い

る
と
い
う
大
胆
な
可
能
性
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
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古
墳
の
研
究
』東
大
寺
山
古
墳
研
究
会
・
天
理
大
学
・

天
理
大
学
付
属
参
考
館
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竹
原
千
佳
誉　

二
〇
一
二　
「
船
形
埴
輪
が
表
す
場
面―

出
土
位
置
の
検
証
︱
」『
神
女
大
史
学
』
第
二
九
号

伊
達
宗
泰　

一
九
六
六　
「
小
泉
狐
塚
・
大
塚
山
古
墳
・
和
爾
上
殿
古
墳
」
奈
良
県
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
第
二
三
冊

伊
達
宗
泰　

一
九
九
九　
『「
お
お
や
ま
と
」
の
古
墳
集
団
』
学
生
社

田
中
晋
作　

二
〇
〇
一　

 「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
伝
世
に
つ
い
て
︱
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る
有
力
古
墳
の
動
態―

」『
古
代
学
研
究
』
一
八
〇
号

田
中
晋
作　

二
〇
〇
九　
『
筒
形
銅
器
と
政
権
交
替
』
学
生
社

田
中
大
輔　

二
〇
〇
五　
「
坩
形
石
製
品
の
研
究
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要―

文
学
研
究
科―

』
第
三
七
輯

寺
沢　

薫　

二
〇
〇
〇　
『
王
権
誕
生
』
日
本
の
歴
史
二　

講
談
社

寺
沢　

薫　

二
〇
一
一　
『
王
権
と
都
市
の
形
成
史
論
』
吉
川
弘
文
館　

寺
沢
知
子　

二
〇
〇
三　
「
ヤ
マ
ト
王
権
の
政
治
的
空
間
の
形
成
」『
神
女
大
史
学
』
第
二
〇
号

寺
沢
知
子　

二
〇
〇
八　
「
王
権
中
枢
部
の
実
像
」『
古
代
学
研
究
』
一
八
〇
号

奈
良
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
三　
『
富
雄
丸
山
古
墳
』
奈
良
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
九
集

沼
澤　

豊　

二
〇
〇
六　
『
前
方
後
円
墳
と
帆
立
貝
古
墳
』
雄
山
閣

橋
本
達
也　

一
九
八
八　
「
竪
矧
板
・
方
形
板
革
綴
短
甲
の
技
術
と
系
譜
」『
青
丘
学
術
論
集
』
第
一
二
集　

韓
国
文
化
研
究
振
興
財
団

坂　
　

靖　

二
〇
〇
九　
『
古
墳
時
代
の
遺
跡
学―

ヤ
マ
ト
王
権
の
支
配
構
造
と
埴
輪
文
化―

』
雄
山
閣

広
瀬
和
雄　

二
〇
〇
七　
「
古
墳
時
代
政
治
構
造
の
研
究
」
塙
書
房

廣
瀬　

覚　

二
〇
〇
九　
「
前
期
古
墳
の
埴
輪
」『
前
期
古
墳
の
変
化
と
画
期
』
考
古
学
研
究
会
関
西
例
会

廣
瀬　

覚　

二
〇
一
二　
「
佐
紀
古
墳
群
の
形
成
と
埴
輪
様
式
」『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
六
二
四
号

福
永
伸
哉　

二
〇
〇
五　
『
三
角
縁
神
獣
鏡
の
研
究
』
大
阪
大
学
出
版
会

福
永
伸
哉　

二
〇
〇
八　

 「
古
墳
出
現
期
の
大
和
川
と
淀
川―

古
市
古
墳
群
成
立
前
史
を
め
ぐ
っ
て―

」『
近
畿
地
方
に
お
け
る
大
型
古
墳
群
の
基
礎
的
研
究
』

科
学
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書　

奈
良
大
学
文
学
部
文
化
財
科
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福
永
伸
哉　

二
〇
一
一　

 「
古
墳
時
代
政
権
交
替
と
畿
内
の
地
域
関
係
」『
古
墳
時
代
政
権
交
替
論
の
考
古
学
的
検
討
』
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

藤
原
郁
代　

二
〇
一
〇　
「
東
大
寺
山
古
墳
出
土
の
革
製
短
甲
」『
東
大
寺
山
古
墳
の
研
究
』
東
大
寺
山
古
墳
研
究
会
・
天
理
大
学
・
天
理
大
学
付
属
参
考
館

北
条
芳
隆　

一
九
九
四　
「
鍬
形
石
の
型
式
学
的
研
究
」『
考
古
学
雑
誌
』
第
七
九
巻
第
四
号

水
野
敏
典　

二
〇
〇
三　

 「
古
墳
時
代
中
期
に
お
け
る
日
韓
鉄
鏃
の
一
様
相
」『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
研
究
報
告
』
第
二
集　

帝
京
大
学
山
梨
文
化
財

研
究
所

森
浩
一
・
寺
沢
知
子　

一
九
九
〇　
『
園
部
垣
内
古
墳
』
同
志
社
大
学
文
学
部
考
古
学
調
査
報
告
第
六
冊

森
下
章
司　

二
〇
〇
五　
「
前
期
古
墳
副
葬
品
の
組
み
合
わ
せ
」『
考
古
学
雑
誌
』
第
八
九
巻
第
一
号

森
下
章
司　

二
〇
〇
九　
「
副
葬
品
の
組
み
合
わ
せ
と
埴
輪
」『
前
期
古
墳
の
変
化
と
画
期
』
考
古
学
研
究
会
関
西
例
会


